
33

〔
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
研
究
部
〕

一　 はじめに････････････････････ 34

二　 本件の概要と論点････････････ 34

三　 電子計算機使用詐欺の前提知

識・ 検討すべき法的論点･･･････ 36

１ 　 条文････････････････････ 36

２ 　 構成要件････････････････ 37

３ 　「 虚偽の情報」 の定義に関

わる裁判例････････････････ 37

４ 　「 虚偽の情報」の判断枠組み･

･ ････････････････････････ 40

５ 　 本件に関連する重要判例･･ 40

６ 　 平成 15 年判例と 本件との相

違点･･････････････････････ 44

四　 第一審（ 山口地判令和５ 年２月28

日） ････････････････････････ 45

五　 控訴審（ 広島高判令和６ 年６月11

日） ････････････････････････ 49

六　 本件に関する判例評釈････････ 55

１ 　 総論･･･････････････････ 56

２ 　 告知義務について････････ 56

３ 　 虚偽の情報について･･････ 59

七　 結語･･･････････････････････ 60

誤振込（ 電子計算機使用詐欺） をめぐる事件

インターネッ ト 法律研究部

*目　 次



34

誤
振
込
（
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
）
を
め
ぐ
る
事
件

一　 はじめに

筆者は、 山口県阿武町誤振込事件（ 山口地判令和５ 年２ 月28日判例集未

掲載。 以下「 本件」 と いう 。 なお、 本章執筆時点で上告中） の控訴審及び

上告審の弁護人（ 弁護団の一人）です。 本稿は、東京弁護士会インターネッ

ト 法律研究部の定例会で行った本件に関する発表の一部をご紹介するこ

と を目的と した活動報告書です。

本件には複数の判例評釈が存在し 、 日本弁護士連合会刑事法制委員会

の検討事案にも取り 上げら れる等、 電子計算機使用詐欺罪の限界事案と

して社会的な注目を集めました。

筆者は、 本件を検討するこ と は、 電子計算機使用詐欺罪の理解を深め

るために実務上有意義であると 考えますので、 本件に則して、 電子計算

機使用詐欺罪に関連する重要な裁判例や学説、 そして筆者自身の考えを

ご紹介します。

なお、 本件の被告人は弁護団に法的主張を任せており 、 被告人は特定

の法的主張をしていないこ と を念のため申し添えます。

二　 本件の概要と論点

１ 本件の事案の概要（ ただし、 本紀要の執筆要領に則して単純化していま

す）は、 次のとおりです。

Y町の職員が、●万円（ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別交付金）

を、 Ｙ町名義のＤ銀行Ｅ 支店の口座から 、 被告人（ Ｘ ） 名義の A･銀行

Ｂ 支店の普通預金口座に、 誤って振込入金した。 この誤振込みは、 Ｄ

銀行Ｅ 支店から Y 町への電話で発覚した。

Ｄ銀行Ｅ 支店は、 Ａ銀行Ｂ 支店に対し 、 誤振込みの事実を伝えた上、
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組戻し手続（ 振込手続が完了した後に、 ご依頼内容に誤り がある、 ま

たは振込を取り 消したい等の理由で振込資金を返却するこ と ） を依頼

した。

被告人は、 Y 町職員から誤振込みの事実を知ら され、 Y 町職員と 共

に A 銀行Ｂ 支店に赴いた。 しかし、 被告人は A 銀行Ｂ 支店で組戻し

手続を行わなかった。

その後、 被告人は、 複数回にわたり 、 携帯電話機を操作して、 A 銀

行の支払い等の事務処理に使用される電子計算機に対し 、 自己の口座

から Z 名義の口座に振込を依頼する旨の情報を与え、 誤振込金の大半

を含む自己の口座の金を、 Z 名義の口座に送金した。

その後、 検察官は、 被告人を、 電子計算機使用詐欺罪（ 刑法246条の

2） で逮捕し、 起訴した。

被告人は、 自身の行為を反省し 、 上記の事実関係が事実であると 認

めた上で、「 自分が入力した情報は、 自分自身の口座情報（ 口座番号、

パスワード 等）、 振込金額、 振込相手先の情報であり 、 嘘の情報を入力

した事実はない」 と 述べている。

２ 本件の主な論点は、 次のとおりです。

①虚偽の情報の意義

②誤振込の場合の預金債権の成否

③誤振込があった事実を告知する義務の根拠
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三　 電子計算機使用詐欺の前提知識・ 検討すべき法的論点

１ 条文

本件において適用される条文は、 次の通り です。

刑法第246条の２（ 電子計算機使用詐欺）

第二百四十六条の二前条に規定するもののほか、 人の事務処理に使

用する電子計算機に虚偽の情報若しく は不正な指令を与えて財産権の

得喪若しく は変更に係る不実の電磁的記録を作り 、 又は財産権の得喪

若し く は変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、

財産上不法の利益を得、 又は他人にこ れを得させた者は、 十年以下の

懲役に処する。

本条の行為類型は、 前段と 後段（ 又は財産権の得喪若しく は…以下）

に分けられていること が分かり ます。

前段は「 不実の電磁的記録を作成して財産上の利益を得る行為」、 後

段は「 不正に作成さ れた電磁的記録を使用して財産上の利益を得る行

為」です。

前段は、 他人の事務処理のために使用さ れる電子計算機に虚偽の情

報を与えること により 他人のシステム内おいて当該電子計算機に接続さ

れた磁気ファイル等に真実に反する情報を作る行為を指し、 後段は犯人

が保有する真実に反する電磁的記録を、 他人の事務処理のために使用

される電子計算機において用いる状態に置く 行為をいいます。

本件で問題と なるのは前段ですから 、 以下、 前段を前提に検討を進

めます。
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２ 構成要件

電子計算機使用詐欺罪（ 法第246条の２ ） 前段の構成要件は、 次の通

り です。

① 人の事務処理に使用する電子計算機に

② 虚偽の情報若しく は不正な指令を与え

③ 財産権の得喪若し く は変更に係る不実の電磁的記録を作り

④ 財産上不法の利益を得た

上記の要件のう ち、 特に問題になるのが②の「 虚偽の情報」 と は何か、

です。 例えば、 本件では、 被告人は、 あく まで自分自身の口座情報（ 口

座番号、 パスワード 等） を入力したのであって、 他人の口座情報を一切

入力していません。

こ れに対し、「 犯人が窃取したキャッ シュカード の番号やパスワード

を入力して電子マネーを取得したケース」はどう でしょ う か。 このケー

スでも 、 形式的には犯人は当該キャッシュカード の番号やパスワード に

ついて正しい情報を入力しているのですが、 このよ う な場合も「 虚偽の

情報を与えた」 と いえるのでしょ う か。

この問題について触れた裁判例をご紹介します。

３ 　「 虚偽の情報」 の定義に関わる裁判例

○東京高判平成５ 年６ 月29日高等裁判所刑事判例集46巻２ 号189頁

「 虚偽ノ 情報」 と は、 電子計算機を使用する当該事務処理システムに

おいて予定されている事務処理の目的に照らし 、 その内容が真実に反

する情報をいう ものであり 、 本件のよう な金融実務における入金、 振

込入金（ 送金） に即していえば、 入金等に関する「 虚偽ノ 情報」 と は、

入金等の入力処理の原因と なる経済的・ 資金的実体を伴わないか、 あ

るいはそれに符合しない情報をいう ものと 解するのが相当である。
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こ の裁判例の原審は、 金融機関の役職員が金融機関名義で不良貸付

を行い電子計算機により 貸付先の預金口座に入金処理したよう な場合、

貸付自体は民事法上有効と さ れるので、 電子計算機に与えら れる情報

が虚偽のものと はいえず、 電子計算機使用詐欺罪は成立しないと 解し

て電子計算機使用詐欺罪の成立を否定しました。 つまり 、 形式的な意

味での入力情報が間違っていなければ、「 虚偽の情報」 と はいえないと

判断したのです。

しかし、 控訴審は、 虚偽の情報と は、「 電子計算機を使用する当該事

務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、 その

内容が真実に反する情報」 と 判示したのです。

○最高一小決平成18年２ 月14日最高裁判所刑事判例集60巻２ 号165頁

被告人が、 窃取したクレジッ ト カード の番号等を冒用し、 いわゆる

出会い系サイト の携帯電話によるメ ール情報受送信サービスを利用す

る際の決済手段と して使用さ れるいわゆる電子マネーを不正に取得し

よう と 企て、携帯電話機を使用して、インターネッ ト を介し、クレジッ

ト カード 決済代行業者が電子マネー販売等の事務処理に使用する電子

計算機に、 本件クレジッ ト カード の名義人氏名、 番号及び有効期限を

入力送信して同カード で代金を支払う 方法による電子マネーの購入を

申し込み、 上記電子計算機に接続されているハードディ スク に、 名義

人が同カード により 販売価格合計11万3000円相当の電子マネーを購入

したと する電磁的記録を作り 、 同額相当の電子マネーの利用権を取得

した、 と いう 事案において、 最高裁は、「 被告人は、 本件クレジッ ト

カード の名義人による電子マネーの購入の申込みがないにもかかわら

ず、 本件電子計算機に同カード に係る番号等を入力送信して名義人本

人が電子マネーの購入を申し込んだと する虚偽の情報を与え、 名義人
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本人がこれを購入したと する財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を

作り 、 電子マネーの利用権を取得して財産上不法の利益を得たものと

いう べきであるから 、 被告人につき、 電子計算機使用詐欺罪の成立を

認めた原判断は正当である。」 と 判示した。

キャッ シュカード の名義氏名、 番号、 パスワード は、 そもそも本

人確認のための情報ですから、 キャッ シュカード を盗んだ者が使用

するこ と を予定していません。 このよう に、「 虚偽の情報」の意義が

「 当該電子計算機によるシステムにおいて予定さ れている事務処理

の目的に照らして、 その内容が真実に反する情報」 と 解さ れるなら、

コンピュータに入力された情報それ自体が形式的に正しいと しても 、

「 虚偽の情報」 と いえるこ と と なり ます。

なお、 虚偽の情報と いっても、 どんな些細なこ と で虚偽の情報に

あたると いう ものではあり ません。 電子計算機使用詐欺が詐欺罪の

一類型である以上、 それは重要な情報でなければなり ません。 電子

計算機使用詐欺の裁判例ではあり ませんが、 この点を論じた判例が

存在するのでご紹介します。

○最高一小決平成22年７ 月29日最高裁判所刑事判例集64巻５ 号829頁

他の者を搭乗させる意図を隠して、 航空会社の搭乗業務を担当する

係員に外国行きの自己に対する搭乗券の交付を請求してその交付を受

けた行為が詐欺に問われた事案において、 最高裁は、「 搭乗券の交付

を請求する者自身が航空機に搭乗するかどう かは、 本件係員らにおい

てその交付の判断の基礎と なる 重要な事項であると いう べきであるか

ら、 自己に対する搭乗券を他の者に渡してその者を搭乗させる意図で

あるのにこれを秘して本件係員らに対してその搭乗券の交付を請求す

る行為は、 詐欺罪にいう 人を欺く 行為にほかならず、 これにより その
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交付を受けた行為が刑法246条１ 項の詐欺罪を構成するこ と は明らか

である。」 と 判示した。

４ 「 虚偽の情報」 の判断枠組み

以上のよう な裁判例を踏まえ、 冨川雅満「 キセル乗車と 電子計算機使

用詐欺罪」（ 松原芳博編『 続・ 刑法の判例〔 各論〕』 177頁以下（ 成文堂、

2022年）） では、「 虚偽の情報」の判断枠組みを、 大要次のよう に整理し

ています

①（ 形式的意味の）入力情報の確定

②
（ 当該システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らした）

入力情報の評価・ 意味づけ

③ 入力情報と 現実の不一致

こ の判断枠組みに拠れば、 キャ ッ シュカード の名義氏名、 番号、 パ

スワード は、 そも そも 本人確認のための情報ですから、 形式的には正

しい情報であったと しても 、 キャッ シュカード を盗んだ者がキャッシュ

カード の名義氏名、 番号、 パスワード を使用して財産上不法の利益を得

た場合は、「 虚偽の情報」 を入力したと いえるこ と が分かり ます。

５ 本件に関連する重要判例

以下に引用する重要判例のポイント は、 次のと おり です。

誤って振り 込まれた金銭に対して差押がなさ れた事案において、 最

高二小判平成８ 年４ 月26日最高裁判所民事判例集50巻５ 号1267頁（ 以下

「 平成８ 年判例」 と いう 。） は、「 預金債権の成立に原因関係がかかわら

ない」 と 判示しました。 つまり 、最高裁は、誤振込された金銭であっても 、

金融機関と の間では、預金債権が有効に成立していると 判示したのです。

と こ ろが、 誤振込さ れた預金を知り ながら受取人が窓口で払戻しを

請求した事案について、 最高二小決平成15年３ 月12日最高裁判所刑事
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判例集57巻３ 号322頁（ 以下「 平成15年判例」 と いう 。） は、 平成８ 年判

例を踏まえながら、「 誤った振込みがあるこ と を知った受取人が、 その

情を秘して預金の払戻しを請求するこ と は、 詐欺罪の欺罔行為に当た

り 、 また、 誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たると

いう べきであるから 、 錯誤に陥った銀行窓口係員から 受取人が預金の

払戻しを受けた場合には、 詐欺罪が成立する」 と 判示し、 有罪判決を下

しました。

民事上有効に成立し ているはずの預金の払戻し を請求する こ と が、

なぜ刑法上違法と なるのでしょ う か。 平成８ 年判例と 平成15年判例は、

一見すると 矛盾しているよう に思えます。

その後、 最高二小判平成20年10月10日最高裁判所民事判例集62巻９

号2361頁（ 以下「 平成20年判例」と いう 。）が登場します。 平成20年判例は、

振込依頼人と 受取人と の間に振込みの原因と なる法律関係が存在しな

い場合における受取人による当該振込みに係る預金の払戻請求が権利

濫用に当たるかが争われた事案において、「 振込依頼人から受取人と し

て指定された者（ 以下「 受取人」 と いう 。） の銀行の普通預金口座に振込

みがあったと きは、 振込依頼人と 受取人と の間に振込みの原因と なる

法律関係が存在するか否かにかかわら ず、 受取人と 銀行と の間に振込

金額相当の普通預金契約が成立し、 受取人において銀行に対し上記金

額相当の普通預金債権を取得するものと 解するのが相当」と して、 平成

８ 年判例の枠組みを維持するこ と を明らかにしました。 平成20年判例

の登場によって、 誤振込事案において、 受取人の払戻し請求を一般的

に否定する趣旨ではないこ と が明らかにされたと 評価されています。

本件と の関係において、 特に平成15年判例が重要なため比較的長く

引用します。
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○最高二小判平成８ 年４ 月26日最高裁判所民事判例集50巻５ 号1267頁

誤振込みに係る預金債権に対する強制執行につき 、 被上告人が第三

者異議の訴えによ り その排除を求めた事案において、 最高裁は「 振込

依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったと きは、 振

込依頼人と 受取人と の間に振込みの原因と なる法律関係が存在するか

否かにかかわらず、 受取人と 銀行と の間に振込金額相当の普通預金契

約が成立し、 受取人が銀行に対し て右金額相当の普通預金債権を取

得するものと 解するのが相当である 。 けだし 、前記普通預金規定には、

振込みがあった場合にはこれを預金口座に受け入れると いう 趣旨の定

めがあるだけで、 受取人と 銀行と の間の普通預金契約の成否を振込依

頼人と 受取人と の間の振込みの原因と なる法律関係の有無に懸からせ

ているこ と をう かがわせる定めは置かれていないし、 振込みは、 銀行

間及び銀行店舗間の送金手続を通して安全、 安価、 迅速に資金を移動

する手段であって、 多数かつ多額の資金移動を円滑に処理するため、

その仲介に当たる銀行が各資金移動の原因と なる法律関係の存否、 内

容等を関知するこ と なく これを遂行する仕組みが採られているから で

ある。」 と 判示した。

本判決は、 振込依頼人の過誤により 振込先を誤ったケース、 すな

わち誤振込につき判断を示した初めての最高裁の判例です。

〇最高二小決平成15年３ 月12日最高裁判所刑事判例集57巻３ 号322頁

被告人が、 通帳の記載から 、 入金される予定のない会社からの誤っ

た振込みがあったこ と を知ったが、 これを自己の借金の返済に充てよ

う と 考え、 窓口係員に対し、 誤った振込みがあった旨を告げるこ と な

く 、 払い戻し請求をして現金の交付を受けたと いう 事案において、 最

高裁は、「 本件において、 振込依頼人と 受取人である被告人と の間に
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振込みの原因と なる法律関係は存在しないが、 こ のよ う な振込みで

あっても 、 受取人である被告人と 振込先の銀行と の間に振込金額相当

の普通預金契約が成立し 、 被告人は、 銀行に対し、 上記金額相当の普

通預金債権を取得する（ 最高裁平成４ 年（ オ）第413号同８ 年４ 月26日

第二小法廷判決・ 民集50巻５ 号1267頁参照）。 しかし他方、 記録によ

れば、 銀行実務では、 振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼

人からの申出があれば、 受取人の預金口座への入金処理が完了してい

る場合であっても 、 受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す、 組

戻しと いう 手続が執られている 。 また、 受取人から誤った振込みがあ

る旨の指摘があった場合にも 、 自行の入金処理に誤り がなかったかど

う かを確認する一方、 振込依頼先の銀行及び同銀行を通じて振込依頼

人に対し、 当該振込みの過誤の有無に関する照会を行う などの措置が

講じられている。 これらの措置は、 普通預金規定、 振込規定等の趣旨

に沿った取扱いであり 、 安全な振込送金制度を維持するために有益な

ものである上、 銀行が振込依頼人と 受取人と の紛争に巻き込まれない

ためにも必要なものと いう こ と ができる 。 また、 振込依頼人、 受取人

等関係者間での無用な紛争の発生を防止すると いう 観点から 、 社会的

にも有意義なものである 。 したがって、 銀行にと って、 払戻請求を受

けた預金が誤った振込みによるものか否かは、 直ちにその支払に応ず

るか否かを決する上で重要な事柄であると いわなければならない。 こ

れを受取人の立場から見れば、 受取人においても 、 銀行と の間で普通

預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者と して、 自己

の口座に誤った振込みがあるこ と を知った場合には、 銀行に上記の措

置を講じさせるため、 誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信

義則上の義務があると 解される。 社会生活上の条理からしても 、 誤っ
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た振込みについては、 受取人において、 これを振込依頼人等に返還し

なければならず、 誤った振込金額相当分を最終的に自己のものと すべ

き実質的な権利はないのであるから 、 上記の告知義務があるこ と は当

然と いう べきである。 そう すると 、 誤った振込みがあるこ と を知った

受取人が、 その情を秘して預金の払戻しを請求するこ と は、 詐欺罪の

欺罔行為に当たり 、 また、 誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の

錯誤に当たると いう べきであるから 、 錯誤に陥った銀行窓口係員から

受取人が預金の払戻しを受けた場合には、 詐欺罪が成立する。 前記の

事実関係によれば、 被告人は、 自己の預金口座に誤った振込みがあっ

たこ と を知り ながら 、 これを銀行窓口係員に告げるこ と なく 預金の払

戻しを請求し、 同係員から 、 直ちに現金の交付を受けたこ と が認めら

れるのであるから 、 被告人に詐欺罪が成立するこ と は明ら かであり 、

これと 同旨の見解の下に詐欺罪の成立を認めた原判決の判断は、 正当

である。」 と 判示した。

６ 平成15年判例と本件との相違点

それでは、 こ こ までの前提知識をも って、 本件をどう 考えるかを検

討します。

既にみたよう に、 平成15年判例は、 誤振込のケースにおける払戻請

求行為について、「 誤った振込みがあるこ と を知った受取人が、 その情

を秘して預金の払戻しを請求するこ と は、 詐欺罪の欺罔行為に当たり 、

また、 誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たると いう

べきであるから、 錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻

しを受けた場合には、 詐欺罪が成立する。」 と して詐欺罪の成立を肯定

しました。

しかし 、 平成15年判例の被告人が銀行窓口での払戻請求をして詐欺
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罪の適用が問題になったのに対し 、 本件の被告人は、 オンラインバンキン

グを利用しており 、 電子計算機使用詐欺罪の適用が問題となっています。

オンラインバンキングでは通常は告知義務の履行が想定さ れないこ と

から、 被告人に告知義務の履行を求めて、「 虚偽の情報」 を認定するこ

と はできないのではないでしょ う か。

それ以上の事実関係の相違と して、 平成15年判例の事案では被仕向

銀行が誤振込みの事実を知ったのは被告人が窓口で誤振込金相当額の

預金債権を処分した後であるのに対し 、 本件で被仕向銀行（ A 銀行Ｂ 支

店）が誤振込みの車実を知ったのは、 被告人が誤振込金相当額の預金債

権を処分する前です。

被仕向銀行がすでに誤振込みの事実を知っていた場合でも 、 被告人

に告知義務を課して、「 虚偽の情報」 を与えたと いう こ と はできないの

ではないか。 本件は平成15年判例の射程外ではないか。 こ う した疑問

が生じます。

以下、 本件の第一審（ 山口地判令和５ 年２ 月28日判例集未掲載）、 控

訴審（ 広島高判令和６ 年６ 月11日判例集未掲載） を続けて紹介します。

なお、 各判例の項目立てや下線部は筆者に拠るものです。

四　 第一審（ 山口地判令和５ 年２ 月2 8 日判例集未掲載・ 抜粋）

１ ･ 第一審は、 ①受取人は、 誤って受取人口座に金銭が振り 込まれた事実

を知った後、 直ちに当該誤振込の事実を告知する信義則上の義務（ 告知

義務） を負う と こ ろ、 ②告知義務を果たしていない名義人の権利行使は

信義則上許さ れず、 ③本件入力行為には正当な権利行使であると の情

報が含まれているので、 被告人が入力した情報は「 虚偽の情報」である、

と 判示します。
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平成15年判例は、 誤振込みの事実を知らない被仕向銀行に対して、 誤

振込みである旨を告知する義務を認めた判例ですから 、 誤振込みの事

実、 そしてそれが振込依頼人の過誤に基づく こ と を既に被仕向銀行が

知っている本件と では事案が異なるのは明らかです。

しかし、 第一審では、 被仕向銀行が誤振込みの事実を知っていたか、

オンラインバンキングが利用されていたか、 と いった平成15年判例と の

事実関係の相違はおよそ考慮されていると は言い難いものでした。

２ 以下、 第一審の判決を引用します。

⑴　 被告人に告知義務が認められるか。

「 被告人は、 本件送金行為等に及ぶまでの間に、 被告人口座に本件

誤振込金が振り 込まれているこ と を知っていたのであるから、 平成

15年判例に従う と 、 信義則上、 被告人には、 本件送金行為等の時点

でＡ銀行に対する告知義務があったものと いえる。

こ の点、 弁護人は、 被告人が本件送金行為等に及ぶまでの間に、

Ａ銀行も被告人口座に本件誤振込金が振り 込まれた事実を把握して

いたのであるから、 本件送金行為等の時点で、 被告人にＡ銀行に対

する告知義務を認めるこ と はできない旨主張する。

しかし、 平成15年判例は、 誤って受取人口座に金銭が振り 込まれ

た場合、 こ れを知った被仕向銀行が、 自行の口座入金手続に過誤が

ないかを調査し、 さ らに、 仕向銀行及び仕向銀行を通じて振込依頼

人に照会するなどした上、 振込依頼人に過誤があり 組戻しを求めら

れれば、 受取人の承諾を得た上で組戻しの手続を採ると いう のが銀

行実務（ 以下、「 調査等手続」 と いう 。） であるこ と を前提と して、誤っ

て受取人口座に金銭が振り 込まれた場合に、 関係者間での無用な紛

争の発生を防いだり 、 あるいは、 被仕向銀行が振込依頼人と 受取人

と の間の紛争等に巻き込まれないよう にするこ と で振込送金制度の
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円滑な運用を維持するために、 被仕向銀行に調査等手続を採る利益

を認めると と もに、 その利益を実質的なものと するために、 受取人

口座に誤った振込みがあったこ と を受取人が知った場合には、 信義

則に基づき受取人に被仕向銀行に対する告知義務を課するこ と を内

容と しているものである。

こ のよう な平成15年判例の趣旨に照らすと 、 仮に、 既に被仕向銀

行が受取人口座に誤った振込みがあったこ と を知っていると いう 事

情があったと しても、 被仕向銀行と しては、 関係者間での無用な紛

争の発生を防いだり 、 あるいは、 被仕向銀行が振込依頼人と 受取人

と の間の紛争等に巻き込まれないよう するために、 誤って受取人口

座に振り 込まれた金銭についてどのよ う に処理をするのが相当かを

早期に検討する必要があると いえる。 そして、 その検討のためには、

受取人口座に誤って振り 込まれた金銭について、 その原因行為の有

無等につき受取人がどのよ う に認識しているのかをなるべく 早期に

被仕向銀行が知る必要がある。 そう すると 、 被仕向銀行が受取人口

座に誤った振込みがあるこ と を既に知っていたと してもなお、 受取

人には被仕向銀行に対する告知義務があると いう べきである。」

⑵　 インターネッ ト バンキングの利用において告知義務の履行を観念

できるか。

「 弁護人は、 本件のよ う なインタ ーネッ ト バンキングでの取引で

人を介さず電子計算機に情報を入力する場合に、 受取人に告知義務

があるのか疑問である旨も主張しているが、 前記のと おり の平成15

年判例の趣旨に照らすと 、 受取人口座に誤った振込みがあったこ と

を受取人が知った以上、 受取人に告知義務が認められると 考えるべ

きであり 、 このこ と は被仕向銀行の窓口で取引する場合であろう と 、
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インターネッ ト を通じて電子計算機に情報を入力して取引する場合

であろう と 変わり はない。」

⑶　 告知義務に違反している被告人が本件送金行為等を行う こ と は許

されるか。

「 平成15年判例が、 誤って受取人口座に金銭が振り 込まれた場合

に、 これを知った受取人に告知義務を認めた趣旨に照らすと、 受取

人は、 誤って受取人口座に金銭が振り 込まれた事実を知った後、 直

ちにこれを被仕向銀行に告知しなければならないと 解するべきである。

被告人は、 本件送金行為等に至るまで、 Ａ銀行に対し 被告人口座に

本件誤振込金が振り 込まれていたことを告知しておらず、 被告人は、

告知義務に違反している状態で本件送金行為等を行ったといえる。」

「 平成15年判例が、 誤って受取人口座に金銭が振り 込まれた場合

に、 これを知った被仕向銀行に調査等手続を採る利益を認めている

こ と を考えると 、 告知義務に違反している受取人が、 被仕向銀行が

調査等手続を完了するまでの間に、 誤って受取人口座に振り 込まれ

た金銭分の預金について権利行使をするこ と を許せば、 被仕向銀行

に調査等手続を採る利益を認め、 受取人に告知義務を認めておきな

がら、 一方で、 その告知義務に違反する受取人が被仕向銀行の調査

等手続を採る利益を侵害する行為を許すこ と になり 、 前記のと おり

の平成15年判例の趣旨を没却するこ と になる。 そう すると 、 平成15

年判例が信義則に基づいて受取人に告知義務を認めたのと 同様、 告

知義務に違反している受取人が、 誤って受取人口座に振り 込まれた

金銭分の預金について権利行使をするこ と は、 信義則に基づき許さ

れないと いう べきである。」

⑷　 虚偽の情報と 正当な権利行使
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「 本件各入力行為によって入力さ れた情報は、 被告人が直接入力した

被告人口座の情報等だけでなく 、 その前提と して、 本件送金行為等

が正当な権利行使であると いう 情報も含まれているものと 解される。

そう すると 、 本件送金行為等が正当な権利行使でないにもかかわら

ず、 本件送金行為等が正当な権利行使であると いう 情報をＡ銀行の

電子計算機に与えているのであるから、 本件各入力行為は、 電子計

算機使用詐欺罪の「 虚偽の情報を与えた」に該当する。」

五　 控訴審（ 広島高判令和６ 年６ 月1 1 日判例集未掲載・ 抜粋）

１ ･ 控訴審は、 信義則上も社会生活の条理上も誤振込の告知義務が認めら

れると した上、「 本件送金行為等が正当な権利行使であると いう 情報も

含まれていると 解し 、 本件送金行為等が正当な権利行使ではないにも

かかわら ず本件各入力行為を正当な権利行使であると いう 情報を与え

る入力操作をしたと 判断したこ と に誤り はない。」 と して、 第一審を追

認するものと なっています。

もっと も 、 控訴審判決は、「 平成15年判例が指摘する銀行実務におい

て、 受取人が誤った振込があると の認識を有しているこ と を被仕向銀

行に明ら かにするこ と が前提と さ れており 、 受取人による告知は、 受

取人が誤振込であると 認識しているこ と を被仕向銀行が知るこ と に重

要な意義があるこ と を看過したもの」と 説示するこ と によ り 、 告知義務

によ り 告知すべき内容を、 誤振込の事実から 、 受取人の認識へと 変化

しているこ と に留意する必要があり ます。

⑴　 被告人に告知義務があるか

「 平成15年判例のいう 上記銀行実務は、 振込依頼人から誤振込の申

出がされたと いう 事実関係から 、 仕向銀行の誤発信や被仕向銀行の誤
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記帳はいずれも否定されること を前提に、 受取人が誤振込である旨の

認識があるこ と を被仕向銀行に明らかにした上、･受取人の承諾により

組戻し手続が執られると いう ものである。

また、 上記銀行実務は、 受取人が被仕向銀行に対し誤振込がある旨

申し出るこ と によ り 被仕向銀行は受取人の認識を把握できるが、 その

申出が受取人からのものであり 、 なお誤発信や誤記帳の可能性も否定

さ れないため、･自行の入金処理の誤り の有無の確認や、 仕向銀行及び

同銀行を通じ て振込依頼人に対し、 当該振込の過誤の有無に関する

照会等を行う などの手続が執られると いう ものであり 、 この場合、 被

仕向銀行が上記確認、 照会等を行う に先立ち受取人が被仕向銀行に対

し誤振込がある旨告知しているこ と から 、 上記確認、 照会等により 誤

記帳や誤発信は認められず預金債権が成立すると 判断される場合にも 、

関係者の共通理解の下で、 組戻し手続その他紛争を生じさ せない円滑

な処理が進められるこ と と なるものである。

平成15年判例が指摘するよう に、 このよう な銀行実務は、 普通預金

規定、 振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり 、 安全な振込送金制度

を維持するために有益なものである上、 銀行が振込依頼人と 受取人と

の紛争に巻き込まれないためにも必要なものと いう こ と ができ 、 また、

振込依頼人や受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止すると い

う 観点から 、 社会的にも有意義なものであると いう べきであり 、 それ

故に、 銀行にと って、 払戻請求を受けた預金が誤った振込によるもの

か否かは、 直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄で

あり 、 受取人について、 自己の口座に誤った振込があるこ と を知った

場合には、 銀行に上記の措置を講じさせるため、 誤った振込があった

旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると 解されるのであり 、 加
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えて、 社会生活上の条理からしても 、 誤った振込については、 受取人

において、 これを振込依頼人等に返還しなければならないのであって、

誤った振込金額相当分を最終的に自己のものと すべき実質的な権利は

ないのであるから 、 そのよう な告知義務があるこ と は条理上も当然の

こ と と いう べきである。

そう すると 、 本件において、 振込依頼人であるＹ町や本件仕向銀行

から、 本件被仕向銀行に対し本件振込が誤振込であると の申出がなさ

れていても 、 銀行実務に沿った事務処理を円滑に遂行する必要からし

て、 受取人たる被告人が当該振込について振込であると 認識し てい

るこ と を、 本件被仕向銀行に対し申し出ていない被告人に、 信義則上、

また社会生活上の条理からしても 、 告知義務がなお否定されないこ と

は当然の帰結であると 解されるのである。

なお付言するに、 誤振込があったこ と を受取人が告知すれば、 被仕

向銀行は、 直ちに受取人に対し組戻し手続に応じるよう 説得でき 、 受

取人がこれに応じず払戻請求等をする場合も 、 受取人が誤振込である

旨認めている事実を踏まえ、 組戻し手続に応じ さ せる ための説得に

時間をかけて払戻し等に応じる時期を遅らせると の判断をし 、 場合に

よっては受取人の権利行使を拒否すると いった判断をするこ と も可能

であるのに対し 、 振込依頼人から誤振込であると の申出がされたにと

どまり 受取人から告知がされないまま払戻請求等を受けた場合、 被仕

向銀行は、 受取人に対し直ちに組戻し手続に応じるよう 説得するこ と

はできず、 振込依頼人から振込の申出がされたと いう こ と を告げた上

で受取人の認識を確かめるこ と ができるにと どまると 考えられるので

ある。 こ のよ う に、 被告人が誤振込であると 告知するか否かで、 その

後の被仕向銀行が執る手続が質的に異なってく るこ と は明らかであり 、
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原判決も 、 明示はしていないものの、 このよう な判断を当然の前提と

しているものと 解されるのである。

被告人の告知義務を否定した場合、 振込依頼人であるＹ町から は、

4630万円にも及ぶ本件振込が誤振込であり 、 しかもその原資が公金で

あると 主張され、 被告人からの払出請求に応じないよう 求められ、 他

方において、 被告人と の間では振込相当額の預金債権が成立している

と いう 状況にある本件被仕向銀行において、 被告人が誤振込である旨

の認識を有していること を知るこ と ができないまま、 被告人から債務

不履行責任を追及されるリ スク を負担して権利行使を拒否するか、 振

込依頼人から損害賠償請求を受けるリ スク を負担して被告人の権利行

使に応じるかの判断を迫られるのである 。 被告人の告知義務を否定す

る所論は、 むしろ、 本件被仕向銀行を振込依頼人と 受取人と の原因関

係をめぐる紛争に巻き込み、 振込依頼人や受取人ほか関係者間の無用

の紛争を招く ものであり 、 ひいては安全な振込送金制度の円滑な運用

を妨げるものであると いわざるを得ないのである。」

⑵　 インターネッ ト バンキングの利用において告知義務の履行を観念

できるか。

「 所論が指摘する支払委託や振込依頼の各手続は、 通常の利用者す

なわち権利行使に当たり 告知義務が必要であるなどと いった何らかの

制限を有していない者であるこ と が当然の前提と して求められている

のであって、 当該手続内で告知を求められない、 告知内容を入力する

場面がないと いった事情は、 告知義務を課せられた者が果たすべき義

務を否定する理由にはおよそならないのである。」

２ 控訴審は、 二重払いの危険性や、 振込依頼人に組戻の機会を与えるこ

と だけではなく 、 よ り 広く 円滑な組戻手続の実現それ自体を刑法上保
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護に値する利益と 捉えていると 考えられます。

しかし、 そのよう な認定は、 平成15年判決の射程外のものであり 、 法

律上の義務ではなく 、 事実上の手続に過ぎない組戻手続について、 実

質的に、 刑罰をもって応じる義務を課すのと 同様の結論と なり ます。

一般社会において、 組戻手続外でも 誤振込の解決は行われており 、

送金等の仲介に過ぎず当事者ではない銀行の関与について当事者同士

の交渉段階に移った後も刑法上保護される特別の利益を認めるこ と は、

かえって銀行を紛争に巻き込む結論と なり 、 平成８ 年判例の趣旨を没

却するものと 言わざるを得ません。

本件では、 被告人は、 Ｙ町職員に誤振込についての自身の認識を述

べていました。 そして、 本件被仕向銀行には、 被告人が同行を訪れて

組戻手続を行う 旨連絡が入っており 、 組戻承諾書の準備をして被告人

の来行を待っていたのですから、 Ｙ町側から、 本件被仕向銀行に対して、

被告人が本件振込金について誤振込であると 認めている旨が連絡さ れ

ていました。 被告人は、 Ｙ町職員が電話で被告人が組戻手続に向かう

こ と についての連絡を行っているこ と を聞いていたのですから 、 被告

人と しては、「 本件被仕向銀行側は既に誤振込の事実を知っている 」 も

のと 認識していたのです。

しかも 、 誤振込発覚後、 被告人がＹ町職員から 強く 求め続けられて

いたのは、 組戻承諾書への署名であって、 誤振込の事実を被仕向銀行

に告知するこ と ではあり ません。 こ のよ う な事実関係の下において、

被告人において、 組戻手続きに応じるか応じないかと いう 選択の他に、

誰からも求められてもいない「 自らが誤振込についてどのよう に認識し

ているかを被仕向銀行に告知をする義務がある 」などと 判断するこ と は

著しく 困難ではないでしょ う か。
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⑶　 虚偽の情報と 正当な権利行使

「 本件において、 被告人が情報を入力した電子計算機は、 利用者が

銀行職員等と 対面するこ と なく 即時に支払委託や振込依頼を行う 手

続を支えるものであって、 そのよう な手続を安全円滑に機能させるた

めには、 その利用者は権利行使に当たり 告知義務が必要であるなどと

いった何らかの制限を有していない者であるこ と が当然の前提と して

求められていると 解されるのである。

したがって、 被告人が上記電計算機に振込依頼等をする情報を入力

した以上は、 権利行使に何ら制限のない権利者と して権利を行使する

旨の情報を入力したこと になると みるべき であり 、 原判決が、 直接入

力した情報等だけでなく 、 その前提と して、 本件送金行為等が正当な

権利行使であると いう 情報も含まれていると 解し 、 本件送金行為等が

正当な権利行使ではないにもかかわらず本件各入力行為を正当な権利

行使であると いう 情報を与える入力操作をしたと 判断したこ と に誤り

はない。

その上で、 原判決は、 犯罪事実の項において、 本件誤振込を認識し

ている被告人が、 その旨三菱UFJ･銀行に告知していないため、 支払

委託や振込依頼等をするこ と が許されないのに、 上記のよう な振込依

頼等をすること によって虚偽の情報を与えたと 的確に摘示しているの

である。 そのよう な原判決について、 電子計算機使用詐欺罪の「 情報」

の解釈にも要件該当性の判断にも誤り を見出すこ と はできないのであ

る。」

３ 控訴審がいう「 利用者が銀行職員等と 対面すること なく 即時に支払委

託や振込依頼を行う 手続を支えるものであって、 そのよ う な手続を安

全円滑に機能させるため」と いう 目的は、 対人取引を代替した電子計算
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機の事務処理一般的かつ抽象的に妥当するものです。

第一審において、 弁護人（ 山口県弁護士会所属の山田大介弁護士。 第

一審から本件の弁護人を担当する、本件の主任弁護人）は、第一審を「 イ

ンターネッ ト バンキング一般について、「 正当な権利行使であると いう

情報」が無条件に読み込まれるこ と によって、 電子計算機使用詐欺罪の

構成要件が、 インターネッ ト バンキングと いう 相当広範囲な取引に対し

て、「 虚偽の情報」 を与えたかどう かと いう 条文の文言ではなく 、 当該

取引が「 正当な権利行使」 であったかなかったかと いう 条文にない条件

への当てはめに転化してしまい、 立法に拠ら ない新構成要件の創作で

ある。」 と 厳しく 批判しました。

も し、 控訴審判決のよう な極めて一般的かつ抽象的な「 事務処理の目

的」を設定し、 具体的検討を伴わない抽象的な実質的解釈が許容されて

しまえば、 およそ、 対人取引を代替した電子計算機による取引一般に

ついて、「 正当な権利行使である 」 と いう 情報が自動的に読み込まれる

結論と なり ます。 今後、電子計算機使用詐欺罪の処罰は、当該取引が「 正

当な権利行使」であったかどう かと いう 構成要件外の判断で行われるこ

と と なるのです。 こ れはもはや、 電子計算機不正な権利行使罪と でも

いう べき別罪の創設と 言わざるを得ないのではないでしょ う か。

六　 本件に関する判例評釈

冒頭の述べましたと おり 、 本件には第一審、 控訴審と もに複数の判例

評釈が存在します。 第一審と 控訴審の判例の論理には重なり があるので、

第一審の判例評釈を紹介するこ と で、 控訴審が内包している疑問点を浮

かび上がらせるこ と ができます。

なお、 以下に引用する評釈は、 筆者が上告理由書の検討にあたり 多大
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なご示唆をいただいた、 早稲田大学松原芳博先生、 大阪大学品田智史先

生の判例評釈から 引用さ せていただきます。 こ の場を借り て、 深謝申し

上げます。

１ 総論

被告人に電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた本判決の判断は、 ①

平成15･年判例が重要事項性および告知義務の根拠と した、 誤記帳・

誤発信の調査照会の利益が本判決にはないにもかかわらずそれらを認

めた点、 ②財産犯成立の限界事例であった平成15年判例を超えるよう

な犯罪の成立を認めており 、 このこ と は、 被害者である銀行にと って

却って負担を負わせる側面すらある点、 ③窓口と インターネッ ト バン

キングと では取引の形態・ 環境が異なるにもかかわらず窓口取引に課

さ れる告知義務をそのまま転用する点で問題がある。（ 品田智史「 誤

振込みと 財産犯──山口地判令和５ 年２ 月28日裁判所w eb によせて

──」大阪大学法学会73巻３ 号）

２ 告知義務について

平成15年判例を前提と したと しても 、 既に C町職員から誤振込みの

事実を知らさ れていた A 銀行 B 支店の職員らに対する誤振込の事実

に関する告知義務と いう のは無意味ではないだろう か。 特に、 平成15

年判例が、 同判例の調査官解説の理解のよう に、 預金名義人に預金債

権が発生するこ と のない誤発信や誤記帳の可能性を検討するために告

知義務を課しているものだと すれば、 被告人に送金行為の時点におい

て誤発信や誤記帳の可能性がないこ と を被仕向銀行が既に認識してい

る本件では、 口座名義人の告知義務は意味をなさないであろう 。 …本

判決は…原因行為の有無に関する受取人の認識 (知情 )等に関する告

知義務を要求している。
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しかし、 平成15年判例が要求していたのは誤振込みの有無に関する

告知義務であって、 誤振込みの認識に関する告知義務ではない。

いずれにせよ、 被告人の本件送金行為の時点では、 A 銀行B 支店

の職員らは、 誤振込みの事実のみならず、 被告人が誤振込みの事実を

認識していたこ と 、 さ らには直ちに組戻しに応じる意思がないこ と を

知っていたのであるから 、 受取人の誤振込みの認識等に関する告知義

務もまた無意味であると いわざるをえない。（ 松原芳博「 誤振込金の送

金─･─･山口地裁令和５ 年２ 月28日判決 (･裁判所ウェブサイト 、 LEX/

DB25594479)──」季刊刑事弁護116号）

平成15年判例は、 誤振込みの事実をそもそも知らない被仕向銀行に

対して、 誤振込みである旨を告知する義務のみを認めた判例であり 、

誤振込みの事実、 および、 それが振込依頼人の過誤に基づく こ と を既

に被仕向銀行が知っている本判決と では、 事案が異なるのは明らかで

ある。 その点は、 本判決自身も承知していると 思われ、 あく まで、「 平

成15年判例の趣旨」 から本件被告人の「 告知義務」 を導き出している。

しかし、 平成15･年判例が重要事項性、 および、 社会通念上別個の払戻

しを認めた根拠と して、 預金債権の成立を否定するための誤記帳・ 誤

発信であるこ と の確認の利益の点が決定的と するのであれば、 振込依

頼人の過誤であるこ と が判明している本判決の事案の場合、 重要事項

性、 および、 社会通念上別個の支払いを認めるこ と は極めて困難であ

る（ 品田智史、 前掲著）

本判決のいう 告知義務の具体的内容を考えてみると 、 問題が生じる。

素直に考えれば、 こ こでの告知義務も、 平成15･年判例と 同様、 受取人
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が銀行に身に覚えのない振込みがあった旨を告知する義務のこ と であ

り 、 原因行為がないこ と を受取人も認識しているこ と が被仕向銀行に

と って確定し、 同行がどのよう に処理をするのが相当かの検討を早期

にできると いう 機会を詐欺罪の成立にと って必要な重要事項性を基礎

付ける利益と 考えているものと 解される。

しかし、 そもそも 、 振込依頼人からの組戻し依頼があり 手続が事実

と して開始さ れ、 後は受取人が銀行で必要な手続を採れば組戻しが

完了していたと いう 本件の事実関係の下では、 被仕向銀行は、「 原因

関係の有無についての受取人の認識」 を受取人の告知がなく と も 既に

知っており 、 告知の必要がなかった疑いがある。

その点を措いても問題は残る 。 すなわち、 この場合に被仕向銀行に

存在する上記機会の利益の実質と は具体的に何であろう か。 平成15･年

調査官解説が前提と したよう な、 振込依頼人による組戻し依頼を待つ

利益は、 本件では既に認められない。 そう すると 、 受取人が組戻しを

拒否した場合に、 受取人に説得を試みたり 、 振込依頼人と の話し合い

を促したり するこ と（ あるいは、 それら の処理の検討がなるべく 早期

にできるこ と ） が、 振込制度の安全を維持するために銀行の公共的役

割と して期待されるなどと して、 それを詐欺罪の実質的処罰根拠にお

いて考慮する重要事項と 考えるのであろう か。 平成15年判例が言及す

る組戻しのための調査・ 照会、 および、 振込依頼人の組戻し依頼の機

会の確保を超えて、 このよう な事実的で曖昧な利益を詐欺罪によって

保護すると 解するこ と は、 既に限界事例にあったと 言える平成15年判

例の処罰範囲をさ らに拡張するものと して、 許容するこ と は極めて困

難と 言えるであろう 。

実質的にも 、 平成15･年判例の限度であれば、 誤振込みであるこ と が
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明らかになれば、 振込依頼人に組戻しの機会を与えた上で、 あと は当

事者間の交渉に委ねるこ と で、 銀行を当事者間の紛争から距離をと ら

せるこ と を本来の趣旨と していたと 評価できるのに対し 、 組戻しに応

じるよ う 説得等を銀行が行う こ と までをも 銀行の「 利益」 と し、 それ

を理由に銀行に同対応をと らせよう と するこ と は、 却って、 銀行が受

取人と 当事者間の紛争にまさに巻き込まれるこ と と なって、 平成8･年

判例の趣旨にも反するものと 解される 。 確かに、 誤振込みの場合、 受

取人は振込依頼人に返還義務があり 、 銀行は公共的役割と してそれに

協力すべきであると 抽象的には言う こ と はできる 。 しかし、 組戻しの

機会の確保をして以降、 その協力のために銀行に想定さ れる手段は、

受取人に組戻しを承諾させるための銀行の個々の担当者らによる説得

や仲立ちと いう およそ法的に基礎付けること のできない措置にすぎず、

これを事実上行う こ と を強制さ れる銀行およびその担当者らは、 過剰

な負担を被っていると すら言えるであろう 。 したがって、 本判決が告

知義務の前提と した銀行側の利益を、 重要な事項と 評価するこ と には

問題がある。

また、 銀行が説得等の措置を講じたと しても 、 受取人が組戻しを拒

否し払戻しを要求すれば、 結局、 銀行は拒むこ と はできない。 その意

味で、社会通念上別個の支払に当たるのかと いう 問題も残されており 、

組戻し 依頼がすでに行われている本件では、 その時期はさ ら に短く

なっていると も言い得るが、 本判決はこの点について全く 検討してい

ない。（ 品田智史教授、 前掲著）

３ 虚偽の情報について

平成15･年判例が、 口座名義人の払戻し請求を態度による欺罔行為で

はなく 、 告知義務違反による不作為の欺罔と 構成しているのは、 預金
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債権を有する名義人の払戻し行為に「 誤振込金ではない金の払戻しを

請求する 」 と の意思表示を読み取るこ と が困難であるから にほかなら

ない。 そう であると すれば、 本件被告人が入力した振込依頼の情報に

ついても、 そこから「 誤振込金ではない金を送金する」 (本判決の論理

に即していえば、「 自己の認識につき告知義務を果たしていない誤振

込金を送金する」 ) と いう 意思表示を読み取るこ と ができず、「 虚偽の

情報」に当たらないと いう べきではないだろう か。（ 松原芳博、前掲著）

七　 結語

最後に、 本件の上告理由書の上告の趣旨をご紹介します。

最高裁の判断は本稿執筆時で不明ですが、 最高裁で弁論が開かれた暁

には、 必ずやその結果をご報告したいと 考えており ます。

上告の趣旨

⑴　 控訴審判決は、 最高裁判所の判例（ 最高裁判所平成15年３ 月12日

第二小法廷決定・ 刑集第57巻3号322頁） と 相反する（ 刑事訴訟法405条

２ 号、 本書面の第２ ）。

⑵　 また、 控訴審判決は、 刑法246条の２ の解釈を誤り 、 法令が予定

する「 虚偽の情報」の範囲を越えて適用した法令違法がある（ 刑事訴訟

法411条１ 号）。 そして、 下記詳述のと おり 、 その法令違反の程度は甚

大であるから最高裁判所による破棄がなければ著しく 正義に反するこ

と は明白である（ 本書面の第３ ）。

⑶　 さ ら に、 控訴審判決は、 刑法246条の２ の解釈を誤り 、 条文の限

界を越えて法令が予定する「 虚偽の情報」 の範囲を逸脱した法解釈の

も と 、 本件に刑罰法規を適用するものであるから 、 罪刑法定主義に反

し、「 何人も 、 法律の定める手続によらなければ、 その生命若し く は
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自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない」 と 定める憲法31条

に反する。

⑷　 よって、 下級審判決は、 違憲であり 、 破棄を免れない（ 刑事訴訟

法405条１ 号）。

以上

（ 関口　 慶太）
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一　 ソーシャルレンディ ングとは（ 注１ ）

いわゆるソーシャルレンディ ング（ 融資（ 貸付） 型クラウドファ ンディ ン

グ） と は、 インターネッ ト を用いてファンド の募集を行い、 投資者からの

出資をファンド 業者を通じて企業等に貸付ける仕組みをいう 。

ソーシャルレンディ ングの仲介者が行う 行為は、 ファンド 持分の募集又

は私募の取扱い等に該当するため、 金融商品取引法の規制対象と なり 第

二種金融商品取引業の登録を受ける必要がある。

（ 注１ ）金融庁ホームページより 引用。

二　 ソーシャルレンディ ングに関する最近の判例

東京地裁令和４ 年７ 月22日判決（ 以下「 本判決」 と いう 。 金融・ 商事判

例1666号34頁以下）を、 同じく ソーシャルレンディ ングに関する東京地裁

令和４ 年４ 月27日判決（ 判例秘書L07731409。 以下「 ４ 月27日判決」と いう ）、

東京地裁令和４ 年４ 月22日判決（ 判例秘書L07731258。以下「 ４ 月22日判決」

と いう ） と 比較検討する。

三　 本判決の概要

１ 事例

被告Ｙ １ 社

募集

代取Ｂ

Ｚ 社原告ら

営業者 貸付

ノ ンリ コース契約

貸付貸金業者出資 匿名組合契約

Ｚ 社親会社

代取Ｂ

Ｗ社被告Ｙ ２ 社
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（ 一）平成28年、 Z･社と Ｗ社（ いずれもＢ が代表取締役）は、 Z 社を営業

者と するファ ンド によ り 資金を集め、 貸金業者である被告Ｙ ２ 社を

介在さ せ、 Ｗ社または同社が設立した特定目的会社へと 貸付を行い、

Ｗ社の事業を行う スキームを計画した。

Ｚ 社から被告Ｙ２ 社への貸付については、 ノンリ コース契約（ 被告

Ｙ ２ 社から Ｗ社への貸付債権の限度で返済すれば足り る旨の責任財

産限定特約が付されたもの）と され、 被告Ｙ２ 社はＺ 社に対し自己の

固有財産をもって返済する責任を負わないこ と と なっていた。

（ 二） Z 社から本件スキームにつき委託を受けた被告Y1社は、 平成28年

10月５ 日から平成30年５ 月頃までの間、 Z 社を営業者と する匿名組合

契約に基づく 権利について、 自社が管理するウェブサイト 上で出資す

る募集を行った。

上記の募集では、 インターネッ ト を用いてファ ンド の募集を行い、

投資家からの出資をファンド 業者を通じて企業等に貸し付ける、 いわ

ゆるソーシャルレンディ ング（ 貸付型【 融資型】 クラウドファンディ ン

グ） と 呼ばれる仕組みがと られていて、 金融商品取引法（ 平成29年改

正前）の定める有価証券の募集または私募の取り 扱いに該当するため、

金商法の規制対象と なる。

同募集に際しては、 本件ウェブサイト に掲載された募集画面にファ

ンド 名が掲げられ、被告Y １ 社は、①ファンド ごと ないし１ つのファ

ンド で数次にわたる募集が行われた場合にはその募集ごと に「 ファ ン

ド ID」 と いう 番号を設定し、 ②本件募集画面には、 当該募集ごと に、

資金の貸付先・ 最終貸付先、 最終貸付先におけるファンド 資金の使途、

債権保全措置等、 ファンド の対象と なるプロジェクト において開発が

企図されている事業の概要を記載していた。
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（ 三） 原告らは、 上記の募集を受け、 平成29年１ 月31日から平成30年６

月６ 日までの間にＺ 社を営業者と する匿名組合に出資するこ と と し、

ファンド Ｉ Ｄで特定されるファンド にそれぞれ出資した。 原告らの一

部は配当金を受領した。

（ 四） Ｗ社、 その代表者Ｂ は、 平成28年10月に本件ファンド に係る資金

の入金を受けて以降、 本件スキームに係る資金を分別管理する意識が

なく 、 本件スキームにより Ｗ社に貸し付けられた資金のすべてについ

て、 Ｗ社の固有財産と 変わらないものと して利用していた。

（ 五）平成30年７ 月６ 日、証券取引等監視委員会は、被告Ｙ１ 社について、

Ｚ 社を営業者と するファンド の取得勧誘について、 金融商品取引業に

関する内閣府令117条１ 項２ 号（ 平成29年改正前）の「 金融商品取引契

約の締結又はその勧誘に関して、 虚偽の表示をする行為」に該当する

行為があり 、 金商法51条の「 業務の運営に関し 、 公益又は投資者保護

のため必要かつ適当であると 認めると き 」に該当する状況が認められ

ると して、 内閣総理大臣および金融庁長官に対し 、 行政処分を行う

よう 勧告し、 関東財務局は被告Ｙ１ 社に対し業務改善命令を行った。

（ 六） 原告らは、 当初は、 Ｚ 社及びＷ社ならびに両社の代表取締役であ

ったＢ も 被告と して損害賠償請求訴訟を提起したが、 こ れらの者に

ついては破産手続開始決定により 訴訟手続きが中断しており 、 被告

らの一部につき弁論を分離して判決がなされた。

２ 争点

（ 一）本件募集画面における業府令117条１ 項２ 号所定の「 金融商品取引

契約の締結又はその勧誘に関して、 虚偽の表示をし 、 又は重要な事

項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」の有無

（ 二）被告Ｙ１ 社の不法行為の成否
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（ 三）被告Ｙ２ 社の不法行為の成否

（ 四）原告らの損害

３ 判示

（ 一）虚偽表示等

（ 1）　 資金使途に関する虚偽表示等を認めた

Ｗ社やその代表において、 借り 入れた資金につき、 本件募集画

面で特定した対象事業のために利用しなければならないと いう 意

識がなく 、 固有財産と 変わら ないも のと して利用しており 、 本件

募集画面がそのよ う な資金利用を想定さ せるも のと はいえず、 虚

偽表示等があると 認めるのが相当と 判示した。

被告Ｙ １ 社による、 本件ファ ンド の資金使途が特定さ れていな

いので、 本件募集画面には資金使途に関する虚偽表示等があった

と はいえないと の主張に対し、 本件訴訟において、 資金使途が特

定されていないこと について、 Ｗ社が資金を固有財産と 同様に扱っ

たためであり 、 その不利益を原告らに負担さ せるべきではないと

し、 被告Ｙ１ 社の主張を退けた。

また、 本件募集画面は、「 開発資金」、「 追加開発資金」、「 等」 と

付さ れたも のなど多岐にわたっているが、 当該記載が対象事業と

異なる事業のために資金を費消するこ と が想定さ れる記載になっ

ていると 認めるこ と ができないと して、 目的外使用ではないと す

る被告Ｙ１ 社の主張を退けた。

（ 2）　 担保価値及び担保設定に関する虚偽表示は認めず

被告Ｙ ２ 社がＷ社への貸付に際し、 おおむね本件募集画面に表

示した担保を設定したも のと し 、 Ｗ社が一部の担保権を消滅さ せ

たと しても 、 虚偽表示等があったと はいえないと 判断した。
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（ 3）　 進捗状況に関する虚偽表示等も認めず

Ｗ社やＢ において、 本件ファ ンド に係る対象事業を当初から 完

成する意図がなかったと は認められないと して、 虚偽表示等があっ

たと はいえないと 判断した。

（ 二） Ｙ１ 社の不法行為の成立を肯定した

本件スキームは被告Ｙ１ 社の代表取締役であったＡが発案したもの

であったこ と 、 金融商品取引業者は、 金商法35条の３ に基づき業務

管理体制を整備しなければならず、 金商法４ ０ 条の３ に基づき分別

管理が確保さ れていない場合の売買等が禁止さ れているこ と 、 金商

法が投資者の保護に資するこ と も 目的と しているこ と などから 、 被

告Ｙ１ 社において本件スキームの実行にあたり 、 資金需要者であるＷ

社において、 本件ファンド の出資金の分別管理が行われているかを確

認すべき注意義務を、 投資者である原告ら と の関係において負って

いたと し、 その違反があると 判断した。

（ 三） Ｙ２ 社の不法行為の成立は否定した

本判決における被告Ｙ ２ 社の役割が限定さ れたものであったこ と、

金商法による規制を前提と した業務を行う べき立場にあったこ と な

どを踏まえ、 資金使途に係る注意義務違反があったと はいえないと

判断した。

（ 四）原告らの損害

（ 1）　 損害額

原告ら の出資金と 配当金の額の差額をも って、 被告Ｙ １ 社の注

意義務違反と 相当因果関係にある損害と 判断した。

（ 2）　 過失相殺は５ 割

本判決は、 原告ら と しても 、 発展途上の事業に係る投資であり 、
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年率11〜 14％と いう 投資案件と しては極めて高利率での配当がう

たわれているこ と を認識した上で出資したもので、 そのリ スクが相

当程度高いこ と を十分認識し得たこ と を踏まえ、 原告ら の損害に

ついて５ 割の過失相殺をした。

四　 解説

１ 虚偽表示の意義（ 注１）

内閣府令117条１ 項２ 号は、 投資者保護の観点から、 金融商品取引契

約の締結・ その勧誘に関し 、 虚偽又は重要な事項につき誤解を生ぜし

める表示を禁止する。

「 虚偽」 と は、 事実に合致しないこ と 。「 重要な事項」 と は、 その事項

の存否が投資判断の決定に重大な影響を与えると 社会通念上考えら れ

る事項。

「 誤解を生ぜしめる表示」 と は、 表現があいまいで、 ある意味では真

実であるが、 通常の人が受け取った場合には他の意味に解しやすい表

示をいい、 特に必要な表示を欠く 不作為等を含む。

「 表示」 の手段は、 口頭・ 文書・ 画面・ 放送・ 映画等を含み、 その表

示についての故意過失は問われず、 具体的な特定銘柄の有価証券の売

買の勧誘と 結びつかなく ても 、 同号の禁止行為に該当するこ と があり

得る。

（ 注１ ） 岸田雅雄監修『 注釈金融商品取引法（ 改訂版） 第２ 巻』 460、 461頁参照

２ 資金使途に係る虚偽表示等

本判決は本件スキームにより 借り 入れた資金につき、 Ｗ社において分

別管理さ れておら ず、 本件募集画面はそのよう な資金利用を表示さ せ

ていないと して虚偽表示等と 判断された。
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不法行為責任と の関係で虚偽表示等が問題と なる場合、 個々のファ

ンド について虚偽表示等が生じていたかどう か、 またその時期を認定す

る必要があると さ れ、 ４ 月27日判決も、 資金使途に係る虚偽表示等を

認めたが、 個々のファンド に係る案件について、 取得勧誘の際に虚偽表

示等されていたかどう かを検討し、 一部のファンド につき虚偽表示等を

認めた。 東京地裁令和３ 年８ 月20日判決も同様である。

本判決は、 個々のファンド について個別の検討をしておらず、 時期も

明示していないのは、 ファンド につき、 Ｗ社において本件スキームにお

ける資金を固有の財産と 同様に扱ったため、 原告による資金使途が特

定さ れていないこ と が原因と みら れ、 不法行為責任に関する実体法上

の要件を変更したのではなく 、 Ｗ社の資金の利用状況を踏まえ事実上、

主張立証責任を緩和したと 考えられている。

また、 被告Ｙ １ 社において、 出資金の分別管理の状況を確認すべき

注意義務を負っていたと 判断しているこ と から、 同注意義務を踏まえ、

上記緩和の根拠と したのではないかと の指摘もある。

３ 担保価値及び担保設定に関する虚偽表示

本判決、 ４ 月27日判決と も認めず

４ 進捗状況に関する虚偽表示等

本判決、 ４ 月27日判決と も認めず

５ 被告Ｙ１社・ Ｙ ２ 社の不法行為の成否

（ 一） 本判決

本判決では、 本件スキームは、 Ｙ１ 社の代表取締役が発案したこ

と 、 金融商品取引業者は金商法35条の３ に基づき業務管理体制を

整備しなければなら ず、 金商法40条の３ に基づき分別管理が確保

さ れていない場合の売買等が禁止さ れているこ と 、 金商法は投資
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者の保護に資するこ と も 目的と しているこ と などから 、 被告Ｙ １

社は、 本件スキーム実行にあたり 、 Ｗ社において出資金の分別管理

が行われているか確認すべき注意義務を負っていたと し 、 その違

反があると 判断した。

こ れに対し、 Ｙ ２ 社に対しては役割が限定さ れていたこ と 、 金

商法による規制を前提と した業務を行う 立場であるこ と などを踏

まえ、 資金使途に係る注意義務違反があったと はいえないと 判断

した。

（ 二） ４ 月27日判決

４ 月27日判決では、 Ｙ１ 社は各ファンド の募集にあたり 、 各ファン

ド 資金が募集画面記載のと おり の使途に使用さ れないこ と を認識し

ていたか、 容易に認識するこ と ができたと は認めら れず、 Ｚ 社から

報告を受けた資金使途について、 さ ら にその具体的内容を確認すべ

き義務まで負っていたと 解するこ と ができないと 判断した。

Ｙ ２ 社については、 虚偽表示の事実を知っていたと か、 Ｗ社への

貸付人及びＺ 社からの借入人と してＷ社によるファンド 資金の使途を

調査すべき義務はあったにも かかわら ずこ れら を怠ったと はいえな

いと 判断、被告Ｙ２ 社については本判決と 同様の考え方を採っている。

（ 三）被告Ｙ１ 社の責任について（ 注）

本判決は、 被告Ｙ２ 社は受動的に本件スキームに関与（ Ｚ 社と 被告

Ｙ２ 社と の間の貸付はノ ンリ コース契約） であるが、 被告Ｙ１ 社は代

表者みずから 本件スキームを提案するなど関与しているこ と などと

いった事実関係の下での事例判断と されている。

ノンリ コース契約によること のリスクやコスト はノンリ コース契約の

貸主であるＺ 社や投資家が負担すべきものであり 、 被告Ｙ１ 社に負
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担させるよう な判断には議論の余地があるとの指摘がなされている。

（ 注）金融・ 商事判例1666号34頁以下

６ 過失相殺について

（ 一） 本判決（ 注）

投資対象の利率が極めて高く 、 リ スクが相当程度高く 、 損害の公平

な分担と いう 観点から過失相殺すべき場合があるこ と は否定しがた

いが、 本判決では、 被告Ｙ １ 社の出資金分別管理確認義務と の関係

で原告らがそのよう な落ち度があったのかは明示されていない。

（ 注）金融・ 商事判例1666号34頁以下

（ 二） ４ 月22日判決

４ 月22日判決では、「 原告らは、 貸付先の表示が同じファンド に繰

り 返し投資していること 、 自身で被告Ｙ１ の運営するソーシャルレン

ディ ングへの投資を選択したこ と などから、 貸付先が異なると 誤信し

たこ と には過失があるから過失相殺すべきであると の被告らの主張に

ついて、 被告Ｙ１ は、 ホームページ上で、 投資のメ リ ッ ト と して『 分

散投資』 をう たって、 広く 投資を募集していた上、 個別のファンド の

募集ページの記載には抽象的な表現にと どまり 、 殊更に貸付先の表記

が使い分けられていたこ と がう かがわれるこ と からすると 、 原告らに

おいて、 貸付先が同一であるこ と を把握するこ と は困難であったと い

わざるを得ない。」「 また、 被告Ｙ１ については、 本件各ファンド の運

営を行い、 被告Ｙ４ ， Ｙ ５ ， Ｙ７ 、 Ｙ６ については、 役員又は従業員

と して、 本件各ファンド の運営に深く 関与又は放置し、 本件の違法行

為を容易に行わせる重要な役割を果たしていたのであるから、 その違

法性は高いと いう べきであり 、 原告の損害について衡平の見地から過

失相殺すべき合理的な理由が認められない。」 と 判示する。
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（ 三）過失相殺の判断についての私見

本判決では、 過失相殺を５ 割と 判断したのに対し 、 ４ 月22日判決

では過失相殺を認めなかった大きな違いがあったのは、 ４ 月22日判

決では、 事業者側の違法性が高いこ と を指摘するも のの、 本判決で

はリ スクが相当程度高い投資案件であるこ と から過失相殺を５ 割と 判

断した違いによるも のと みら れるが、 衡平の見地から は、 投資の抽

象的なリ スクだけでなく 、 個々の事案における原告の過失と 被告の違

法性も判断すべきであろう と 考える。

五　 まとめ

本判決 ４ 月27日判決 ４ 月22日判決

虚偽表示等
認定

分別管理せず

認定

一部目的外使用を認める

認定

リ スク 分散さ れておら ず「 分

散管理」 と の表示は誤解を生

じさせる

Ｙ １ の不法

行為の成否

（ 第二種金

融 取 引 業

者）

成立

代表者が本件

スキ ーム を 発

案し たこ と な

ど から 、 出資

金の分別管理

を 確認する 義

務があった

不成立

各ファ ンド 資金が募集画面

記載のと おり の使途に使用

さ れないこ と を認識してい

たか、 容易に認識するこ と

ができ たと は認めら れず、

Ｚ 社から報告を受けた資金

使途について、 さ らにその

具体的内容を確認すべき義

務まで負っていたと 解する

こ と ができないと 判断

成立

被告Ｙ １ は、 当初から 、 第

71号を除く ファ ンド について、

被告Ｙ ２ 及びそのグループ会

社に貸し 付ける こ と を計画し

ていたと いう のである から、

分散投資と いう 表示が実際に

反する も のである こ と を認識

し ながら、 その表示をし たと

いう べきであって、故意があっ

たと 認めるのが相当である

Y ２ の不法

行為の成否

（ 貸金業者）

不成立

役割が限定さ

れている（ ノ ン

リ コ ース契約）

等を 理由と す

る

不成立

虚偽表示の事実を知ってい

たと か、 Ｗ社への貸付人及

びＺ 社からの借入人と して

Ｗ社によるファ ンド 資金の

使途を調査すべき 義務は

あったにもかかわらずこれ

らを怠ったと はいえないと

判断
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本判決 ４ 月27日判決 ４ 月22日判決

過失相殺

過失相殺５ 割

発展途上の事

業に係る 投資

であ り 、 年率

11〜 14％と い

う 投資案件と

し ては極めて

高利率での配

当がう たわれ

て いる こ と を

認識し た上で

出資し たも の

で、 そ の リ ス

ク が相当程度

高いこ と を 十

分認識し得た

過失相殺を 認めず被告Ｙ １

は、 ホームページ上で、 投資

のメ リ ッ ト と し て「 分散投資」

をう たって、 広く 投資を募集

し ていた上、 個別のファ ンド

の募集ページの記載には抽象

的な表現にと どま り 、 殊更に

貸付先の表記が使い分けら れ

ていたこ と がう かがわれる こ

と から する と 、 原告ら におい

て、 貸付先が同一である こ と

を把握する こ と は困難であっ

たと いわざるを得ない。 また、

被告Ｙ １ については、 本件各

ファ ンド の運営を行い、 被告

Ｙ ４ ， Ｙ ５ ， Ｙ ７ 、 Ｙ ６ につ

いては、 役員又は従業員と し

て、 本件各ファ ンド の運営に

深く 関与又は放置し、 本件の

違法行為を容易に行わせる重

要な役割を果たし ていたので

ある から 、 その違法性は高い

と いう べき であり 、 原告の損

害について衡平の見地から 過

失相殺すべき合理的な理由が

認められない。

（ 参考文献）

金融・ 商事判例1666号34頁以下

判例秘書L07731409

判例秘書L07731258

（ 植草　 美穂）
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一　 はじめに

個人情報保護法（ 正式名称「 個人情報の保護に関する法律」、 以下「 個

情法」 と いう 。） は、 令和２ 年に大きな改正がなさ れ、 令和４ 年４ 月の施

行から本項執筆時点において３ 年以上が経過した。 令和２ 年改正法では、

個人情報漏えい等の事態が発生した場合に、個人情報保護委員会（ 以下「 個

情委」 と いう 。） への報告や本人への通知を法律上義務化するなど重要な

改正が盛り 込まれた。 施行から ３ 年が経過し 、 改正法にかかる実務上の

運用も ある程度固まってきた感もある。 また、 個情法のう ち直接改正法

に影響を受けない部分においても時代の変化と と もに、 実務上の運用は

変化してきているよう に思われる。

本稿では、 筆者の実務経験に基づいて現在の個情法の実務上の運用と

留意点について解説する。

二　 個情法の概要（ 個情法改正の経緯）

個情法は、 平成15年５ 月に公布さ れ、 平成17年４ 月１ 日に全面施行さ

れた。 制定時から 、 令和３ 年改正法の施行までは、 個情法は、 主に民間

分野（ 個人情報を取り 扱う 民間事業者） の遵守すべき義務等を定める法律

であった。 なお、 制定当時は小規模事業者（ 直近６ ヵ 月間で5,000件以下の

個人情報を取り 扱う 事業者）は適用対象外と なっていた。

その後、 パーソナルデータの利活用の進展及び EU データ保護指令（ 及

びその後制定された GDPR） の十分性認定の取得を目的と して、 また、 株

式会社ベネッ セコーポレーショ ンの業務委託先元社員が同社の顧客情報を

不正に取得し、 名簿業者へ売却したこ と が発覚した事件（ いわゆるベネッ

セ事件）を受け、 平成27年改正法が公布され、 平成29年５ 月30日に全面施
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行された。 平成27年改正により 、 個情委が新設され、 ト レーサビリ ティ の

確保（ 第三者提供における確認義務、 記録の作成・ 保存義務）等が規定さ

れた。 また、 小規模事業者へも法の適用範囲が拡大されるこ と と なった。

平成27年改正法においては、 情報通信技術の進展が著しいこ と 等から、

３ 年ごと の見直し規定が設けられた（ 平成27年改正法附則12条２ 項・ ３ 項・

６ 項）。 また、 令和元年12月４ 日に、 株式会社リ クルート などが、 いわゆ

る内定辞退率を提供するサービスに関して、 個人情報保護委員会から勧告

等を受け、 提供元では個人データに該当しないも のの、 提供先において

個人データと なるこ と が明らかな情報の提供が本人の同意なく 行われて

いたこ と が社会的に問題と なった。 こ れらを踏まえ、 令和２ 年改正法が

公布され、 令和４ 年４ 月１ 日に全面施行された。

令和２ 年改正法では、 個人関連情報、 仮名加工情報と いった新しい概

念の創設、 越境データ移転、 域外適用の強化、 漏えい等の事態が発生し

た際の報告・ 本人通知が義務付けられた。

個情法は、 従前から民間分野（ 民間事業者） を対象と する法律であり 、

行政機関における個人情報の取扱いについては、「 行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律」 において、 独立行政法人等における個人情報

の取扱いについては、「 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す

る法律」において定められていた。 また、 都道府県庁や市町村役場、 公立

病院等における個人情報の取扱いについては、 各地方公共団体が策定す

る個人情報保護条例が適用されていた。 これらの事態はいわゆる 2000個

問題と 呼ばれ、 各自治体をまたいだ個人情報の利活用に対して大きな支

障と なっていた。 令和３ 年改正法によ り 、 こ れら の法律や条例が個情法

に一元化さ れ、 民間事業者だけではなく 、 国、 独立行政法人、 地方公共

団体も個情法の対象と なった。
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これらの改正の経緯の中で、 民間の事業者に対して大きなインパクト を

与えたのは、 令和２ 年改正法であると いえる 。 特に、 漏えい等の事態が

発生した場合の個情委への報告、 本人への通知義務は事業者における個

人情報管理体制を根本から 見直す契機と なった場合も ある 。 また、 令和

２ 年改正法で創設された個人関連情報に対する規制は、 ウェブマーケティ

ングの手法に影響を与えている。

三　 個情法に関する実務上の留意点

１ 総論

上記のと おり 、 個情法は数回の改正を重ねており 、 規制も様々な側

面に及んでいる。 本項執筆時点において個情法が施行さ れてから 20年

が経過し、 事業者も自身の個人情報の取扱いが法令に違反しないか否

かの意識が高まっているよ う に思う 。 筆者も 、 個人情報取扱事業者と

なる民間企業や、 個人事業主から 個情法に関する実務上の相談を多く

受けている。 そこ で以下では、 個情法に関して実務上よく 問題と なる

点と 実際に事業者が行っている実務対応について紹介する 。 なお、 個

情法が主な適用対象と する「 個人情報取扱事業者」 は、「 個人情報デー

タベース等を事業の用に供している者」 をいい（ 法16条２ 項）（ 個人情報

データベース等については以下３（ 二） にて後述する。）、 個人情報デー

タベース等を事業の用に供している者であれば、 当該個人情報データ

ベース等を構成する個人情報の数にかかわら ず該当する 。 また、 当事

者の認識が不足しているケースも 見受けられるが、 法人格のない、 権

利能力のない社団（ 任意団体） 又は個人事業主も該当しう るので注意を

要する。

従業員名簿や、 顧客リ スト も個人情報データベース等に含まれると こ
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ろ、 現在では、 事業を行っているほぼすべての事業者が個人情報デー

タベース等を事業の用に供していると いえるため、 ほと んどの事業者が

個情法を遵守する必要があると いえる 。 ただし、 国の機関、 地方公共

団体、 独立行政法人等及び地方独立行政法人は、 個人情報取扱事業者

に該当しない（ 法16条２ 項）点には留意が必要である。

２ プライバシーポリシー策定・ 公表の必要性及び記載事項について

（ 一）プライバシーポリ シー策定・ 公表の必要性

上記のと おり 個情法が施行さ れ20年が経過した現在では、 多く の

民間事業者がプライバシーポリ シーを HP 上に掲げている場合が多い

が、 筆者の経験上、 設立して間もない企業や、 小規模な団体などは

プライバシーポリ シーを策定していないケースも散見される。そう いっ

た企業からは、 プライバシーポリ シーの策定・ 公表の必要性について

相談を受けるこ と もある。

個情法は、 個人情報取扱事業者に対して明示的にプライバシーポリ

シーの作成及び公表を求めているわけではない。 もっと も 、個情法は、

個人情報の利用目的を特定するこ と（ 法17条１ 項） や、 個人情報を取

得した場合は、 あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、

速やかに、 その利用目的を、 本人に通知し、 又は公表するこ と を求

めている（ 法21条１ 項）。 また、 法32条１ 項によ り 、 個人情報取扱事

業者は、 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先、 保有個人

データの安全管理のために講じた措置等の一定の事項について本人

の知り 得る状態に置く こ と が求められている。

こ れら の個情法が公表等を義務付けている情報に関しては、 プラ

イバシーポリ シーにおいて記載し、 HP 等において公表するこ と が一

般的であり 、 他の手段を取るこ と は難しい場合もある。 したがって、
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実質上、 ほぼ全ての事業者は、 プライバシーポリ シーを策定・ 公表す

るこ と が求められていると いえる。

また、 下記３ のと おり 、 自己が取得した個人データを他の事業者に

提供したり 、 共同で利用するこ と を想定している場合において、 個

情法上の個人データの第三者提供、 共同利用を行う と きには、 当該

事業者において本人から の同意の取得等の対応が必要と なる 。 こ れ

らの対応のためにはいく つかの手段が考えられるが、 プライバシーポ

リ シーにこ れらの情報を記載し 、 当該プライバシーポリ シーへの承諾

を得るこ と で、 本人から 同意を取得すると いった方法が一般的であ

るよう に思われる。

（ 二） プライバシーポリ シーの記載事項

上記のと おり 、 個情法には、 プライバシーポリ シーの内容に関係す

る複数の義務が定められているため、 まずはプライバシーポリ シーの

策定にあたっては個情法の具体的な義務を遵守できているかと いう

観点が重要と なる。 また、 複数の事業を営んでいる事業者は、 各事

業やサービスごと に、 取得した個人情報の取扱いを変えるこ と も想定

される。 そのよう な場合は、 各事業やサービスごと にプライバシーポ

リ シーを策定したり 、 個人情報の種類ごと に利用目的を設定するこ と

も考えられる。

なお、 金融関連分野、 医療関連分野、 情報通信分野等では、 個人

情報保護委員会と 連名で、 も し く は個人情報保護委員会以外の組織

が単独でガイドラインを策定している（ 注１ ）。 当該分野の事業者は個

情法を遵守すること に加え、 適用されるガイドラインに沿った対応が

求められる。 さ らに、 GDPR や CCPA その他の外国の法令等が適用

さ れる場合には当該外国の法令等に対応した記載を行う こ と も 必要
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である。

さ ら に、 個情法によ っ て求めら れる も のではないが、 Goog le･

A naly tics等の外部サービスを利用している場合は、 当該サービスの

利用規約内で、 機能の無効化の手段などを利用者において明示してお

く こ と が求められている場合がある。 その場合には、 プライバシーポ

リ シー内に規約上要求される内容を追記して対応するこ と が考えられ

る。

（ 三） ク ッ キーポリ シー

プライバシーポリ シーに関連する規程と してク ッ キーポリ シーの作

成の要否についても 相談を受けるこ と がある。 Cook ie（ ク ッ キー）

と は、 ユーザーの端末に保存される小さなファイルであり 、 ユーザー

がウェブサイト を閲覧する際に、ウェブサーバが、ユーザーのインター

ネッ ト 閲覧ソフト（ ブラウザ） と 情報をやり と り するために用いられ

る。 Cook ie の用途は様々だが、 例えば、 EC･サイト で用いられる「 買

い物カゴ」機能にも、 Cook ie が用いられている。

国内の事業者の中でもプライバシーポリ シーに比してク ッ キーポリ

シーの策定は行っていない事業者が多い印象である 。 また、 現時点

において、 ク ッキーポリ シーについては、 確立した実務上の運用が定

まっていないよ う にも思われる 。 実務の対応と しては、 日本国内で

のみ事業を行っている事業者で GDPR 等の対応が必要になら ない場

合は、 基本的にはク ッ キーポリ シーの作成は法的な義務と はならない

が、 Cook ie を第三者に提供して個人情報を紐づける場合や、 改正電

気通信事業法の適用があり 、 Cook ie を第三者のサーバに送信（ 外部

通信） する場合はク ッ キーポリ シーを作成する必要性について検討し

なければならないものと 考える。



82

令
和
２
年
改
正
個
人
情
報
保
護
法
施
行
後
に
お
け
る
実
務
上
の
運
用
と
留
意
点

３ 個人データの第三者提供について

（ 一） 原則論

事業において取得した個人データを第三者と 共有してサービスに利

用したいが、 どのよ う な対応が必要になるかと いう 質問も 頻出であ

る。 特に個人情報を利用する BtoCサービスにおいては、 事業者をま

たがる個人データの利用はその事業者が提供するサービスの利便性

や、 ひいては事業の収益性に影響を与える。

個人データを第三者提供するためには、 まず、 利用目的と して第

三者提供する旨を特定して（ 法17条１ 項）、 通知・ 公表等しなければ

ならない（ 法21条）。 上記２ のと おり 、 こちらはプライバシーポリ シー

等に記載するこ と が一般的であると 考える 。 そのう えで、 個人デー

タを第三者提供するためには、 原則と して、 あら かじめ本人の同意

を得なければならない（ 法27条１ 項、個人情報保護法ガイドライン（ 以

下「 GL」 と いう 。） 通則編３ －６ －１ ）。 例外と しては個情法27条１ 項

各号の事由がある場合、 同条２ 項に規定さ れるオプト アウト の場合、

同条５ 項各号の委託、 事業の承継、 共同利用の場合がある。 こ れら

の例外については、 以下（ 四）にて解説する。

（ 二）個人データの第三者提供に関する留意点

同意を得るタイミ ングは個人データの第三者提供の前であればよい

が、 通常は、 本人から個人情報（ 個人データ ）を取得する際に同意を

得ておく こ と が一般的であると いえる 。 なぜなら事後的に同意を得

るためには手間や時間、 費用がかかるこ と が予想さ れるし 、 本人と

連絡が取れず、 同意を取得できないリ スク も想定されるからである。

個人情報を取得する時点で個人データを第三者に提供するこ と が確

定していなかったと しても 、 本人から同意を得ておく こ と もできる。
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また、 本人の同意に基づき、 又はオプト アウト（ 法27条２ 項） によ

り 、 個人データを第三者に提供した場合は、 文書、 電磁的記録、 マ

イクロフィ ルムを用いて（ 個人情報保護法施行規則（ 以下「 規則」 と い

う 。） 19条１ 項）、 原則と して提供した都度速やかに（ 同条２ 項）、 提

供した年月日などの一定の事項に関する記録を作成し（ 規則20条第１

項）、 原則と して３ 年間保管しなければならない（ 規則21条）（ GL 第

三者提供時の確認・ 記録義務編４ ）。

なお、 上記のよう に個情法が規制しているのは、 個人データを第三

者に提供する場合であって、 個人情報を第三者に提供する場合では

ない。 個人データと は、「 個人情報データベース等」 を構成する個人

情報をいう 。 この「 個人情報データベース等」 と は、 特定の個人情報

をコンピュータを用いて検索するこ と ができるよう に体系的に構成し

た個人情報を含む情報の集合体、 又はコンピュータを用いていない場

合であっても、 紙面で処理した個人情報を一定の規則（ 例えば、 五十

音順、 生年月日順など）に従って整理・ 分類し、 特定の個人情報を容

易に検索するこ と ができるよ う 、 目次、 索引、 符号等を付し、 他人

によっても 容易に検索可能な状態においているも のをいう 。 一般の

事業者でいえば、 顧客リ スト や、 従業員名簿をイメ ージすると 分かり

やすい。 個人データ該当性の判断基準であるが、 提供元から 見て判

断する。 したがって、 提供されるデータそのもののみを見て個人デー

タでないと しても 、 提供元から見て個人データである場合には、 個

人データと なる（ いわゆる「 提供元基準」）。 例えば、 会員番号と 氏名

がセッ ト で記載されている顧客リ スト のう ち、 顧客の会員番号のみを

第三者に提供する場合において、 提供先の第三者が当該会員番号の

みではその本人が特定できないと きであっても 、 提供する事業者に
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と っては、 個人データの一部であるため、 個人データの第三者提供

と なると 考えられる。 したがって、 他にも顧客リ スト の氏名欄をマス

キングした状態で、 第三者に当該顧客リ スト を提供する場合であって

も 個人データの第三者提供と なる 。 個人に関するデータを第三者に

提供する場合は、 提供元で管理するデータベースの一部の情報を提供

する場合がほと んどであると 考えられるため、 単純な個人情報の第

三者提供であると して、 個情法の個人データの第三者提供の規制を

受けないと 整理できるケースは限定的であると いえる。

また、「 第三者」 と は、 当該事業者以外の法人格を有する法人や人

をいう 。 例えば、 親会社で保管していた個人データを子会社に提供

する場合であっても 、親会社と 子会社は別の法人格を有する法人同士

であるため、「 第三者」への提供に当たる。 筆者の実務の経験上、 複

数の法人を設立しているグループ企業では、 グループ内での仕切り が

整理できておら ず、 意図せず本人の同意を取得しない状態で、 個人

データの第三者提供を行ってしまっているケースも 見受けら れるた

め注意が必要と なる。

個人データの「 提供」 と は、 個人データを第三者が利用可能な状態

におく こ と である。 例えば、 顧客リ スト を印刷し物理的に提供したり 、

顧客リ スト のデータをメ ール等で第三者に提供する場合がイメ ージし

やすい。 もっと も 、 情報を与えたり 、 個人データへのアクセスを認め

るこ と も「 提供」 に該当する。 なお、 第三者において個人データを見

るこ と ができる状態においたり 、 アクセス可能な状態においた場合に

は、 実際に第三者がその個人データを見たり 、 アクセスしていなかっ

たと しても 、 個人データを提供したと される（ GL 通則編２ －17）。

この点について、外部の配送業者や通信事業者を利用して個人デー
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タを含むも のを送る場合についても 、 当該配送業者や通信事業者へ

の第三者提供に当たるのではないかと いう 質問を受けるこ と がある。

この点について、「『 個人情報の保護に関する法律についてのガイドラ

イン』 に関する Q& A」（ 注２ 、 以下「 Q& A」 と いう 。） では、 配送業

者は配送を依頼さ れた中身の詳細については関知しておらず、 通信

事業者も通信を提供するに過ぎず、 通信の中身の詳細について関知

するも のではないから 、 いずれも 中身のデータに関する第三者提供

は問題にならない（ Q& A ７ －35）。

（ 三）同意取得の方法

個人データの第三者提供と 整理さ れる場合、 第三者提供について

の同意をどのよ う に取得すればよいかと いう のも よ く 問題になる点

である。 個情法は、 一般論と して本人の同意を得る方法につき特段

の規定を置いていない。 GL 通則編にも 、「 事業の性質及び個人情報

の取扱状況に応じ 、 本人が同意に係る判断を行う ために必要と 考え

られる合理的かつ適切な方法」と 記載されている（ GL 通則編２ －16）。

なお、「 明示の同意」以外に「 黙示の同意」についても認められる余地

がある と さ れている（ Q& A １ －61）。 GL 通則編では、「 本人の同意

を得ている事例」 と して、「 本人からの同意する旨の口頭による意思

表示」、「 本人から の同意する旨の書面（ 電磁的記録を含む。） の受領」

等が挙げられている。

一般的な方法と しては「 お客様から取得した個人情報を第三者に提

供するこ と に同意します。」 と の文言が記載さ れた紙面に署名を取得

したり 、 Web サイト 上において、 第三者提供に同意する旨の文言が

記載さ れたボタンのクリ ッ ク を求めたり と いった方法が考えら れる 。

また、 Web サイト 上で同意を取得する場合は、 利用規約等の約款に
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第三者提供を認める旨の約款条項を入れておいて、 当該約款を確認

させ、 約款に同意を求めるボタンをクリ ッ ク させるこ と によっても同

意を取得したと 解するこ と ができると 思料する。

第三者提供に関しては包括的同意についても よ く 問題と なる 。 例

えば、 複数回の提供について包括的に同意を取れるか、 個人データ

の提供先である第三者を個別に特定しなく と も よいかである 。 こ の

点については、 個情委の Q& A ではいずれも 認めら れる旨の説明が

なさ れている（ Q& A ７ －８ 、 ７ －９（ ただし、 想定さ れる提供先の

範囲や属性を示すこ と が望ましいと さ れている。））。 そのため、 提供

先の第三者と して「 当社の子会社」、「 当社のＡ事業における業務提携

先」 と いった表記は許容されるものと 考える。

（ 四）同意取得原則の例外

上記のと おり 、 個人データの第三者提供を行う 際には、 同意の取

得や、確認記録義務など事業者と して遵守すべき義務が生じる。 また、

事業者と しては、 明示的な同意を取得しよう と した場合のサービスか

ら の離脱率も 懸念さ れる 。 そこ で、 第三者提供の例外と して整理で

きないかを検討するこ と と なる 。 以下では、 個人データの第三者提

供の同意取得原則の例外について説明する。

まず、 個情法27条１ 項各号の場合が挙げられる。 これは、 個人デー

タの第三者提供が直ちに本人の権利利益を侵害するものではなく 、 他

の権利利益を保護する必要性が上回る場合であると 考えられるため、

本人同意原則の例外と して設けら れているも のである 。 例えば人の

生命、 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、 本人

の同意を得るこ と が困難であると きや、 公衆衛生の向上又は児童の

健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 本人の同
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意を得るこ と が困難であると きと いった、 極めて例外的な場合であ

る。 そのため、 実務上、 個情法27条１ 項各号を根拠と して個人デー

タの第三者提供の例外と して整理できる場合は限られている。 なお、

法令に基づく 場合（ 同条１ 項１ 号）には、 警察捜査関係事項照会に対

応する場合や、 税務署の所得税等に関する調査に対応する場合、 弁

護士会からの照会に対応する場合が含まれる（ GL 通則編３ －１ －５ ）。

次にオプト アウト による第三者提供（ 法27条２ 項から ４ 項） が考え

ら れる。 個情法第27条２ 項は、 第三者提供の本人同意原則の例外と

して、 個人情報取扱事業者が一定の事項をあらかじめ本人に通知し、

又は本人が容易に知り 得る状態に置く と と もに、 個情委に届け出た

場合には、 本人の事前同意なく 個人データを第三者に提供するこ と

ができるこ と と し ている 。 届出事項については、 個情委及び事業者

の双方によって公表されること になる（ 同条４ 項、 規則14条）。 また、

事業者は、 本人の求めがあれば、 それに応じて個人データの第三者

提供を停止する必要がある。

こ のよ う に、 オプト アウト に対応するには、 相応の手間が発生し、

また、 事業者名を公表さ れるこ と を避けたがる事業者も 少なく ない

ため、 オプト アウト による第三者提供についてはそれほど利用されて

いないと いう のが筆者の印象である。 なお、 オプト アウト 届出事業者

については、 個情委のホームページで確認すること ができる（ 注３ ）。

他の例外事由と して、 個人データの共同利用（ 法27条５ 項３ 号） が

挙げら れる。 子会社を多く 有する大企業では共同利用と いう 構成で

個人データの提供を行っているケースがよく 見られる。

共同利用は、 いく つかの事項を、 あら かじめ本人に通知し、 また

は本人が容易に知り 得る状態に置く こ と によ り 、 個人データを特定
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の者と の間で共同して利用するこ と をいう 。 こ れは、 形式的には別

の主体による利用であるものの、「 本人と の関係において提供主体で

ある個人情報取扱事業者と 一体のものと して取り 扱う こ と に合理性

があるため、 第三者に該当しないも のと する 」 趣旨である（ GL 通則

編３ －６ －３ ）。

あらかじめ本人に通知し 、 または本人が容易に知り 得る状態に置

く こ と が求めら れる事項は、 ①共同利用をする旨、 ②共同して利用

さ れる個人データの項目、 ③共同して利用する者の範囲、 ④利用す

る者の利用目的、 ⑤当該個人データの管理について責任を有する者

の氏名又は名称及び住所（ 並びに法人にあっては、その代表者の氏名）

である。

上記のと おり 、 共同利用は、 典型的にはグループ会社間で個人デー

タを共同して利用する場合に使われるが、 必ずしもグループ会社間に

限ら れるわけではなく 、 要件を満たせば、 グループ会社間以外でも

利用するこ と ができる。 また、共同して利用する者の範囲については、

範囲が明確である限り 、 必ずしも 事業者の名称等を個別に全て列挙

する必要はない。 ただし、 共同利用者の範囲については、 本人がど

の事業者まで将来利用さ れるか判断できる程度に明確にする必要が

あると さ れている（ GL 通則編３ －６ －３（ ３ ）） 点には留意が必要で

ある。 なお、 共同して利用する者の範囲を変更するこ と は、 原則と

して認めら れず、 本人の同意を得るこ と が必要と なる（ GL 通則編３

－６ －３（ ３ ））。

共同利用の構成で個人データを提供するためには、 取得する企業

のプライバシーポリ シーの中に共同利用について上記①から⑤の事項

を記載するこ と が一般的である。 ①の記載と しては、 例えば「 当社及
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び当社有価証券報告書に記載されている連結対象会社」と いった表記

が考えられる。 なお、 ①から⑤の事項を通知等する義務があるのは

共同利用に伴って個人データを提供する者であり 、 共同利用先にお

いて通知等をする義務はない。

他の例外事由で実務上最も問題になるのが、 個人データの取扱い

の委託である。 これは、 ダイレクト メ ールの宛先印刷を外部の専門業

者に委託するよ う な場合に、 当該専門業者に対して、 自社で管理し

ている顧客名簿を提供する（ 預ける ）場合などである。 委託先は、 個

人情報取扱事業者と は別の主体と して、 形式的には第三者にあたる

も のの、 本人と の関係においては提供主体である個人情報取扱事業

者と 一体のも のと して取り 扱う こ と に合理性があるこ と から「 第三

者」に該当しないと されているものである。

個情法は個人データの第三者提供について本人同意原則を定め（ 法

27条１ 項）、 その例外の一つと して委託を規定している（ 法27条５ 項

１ 号）。 しかし、 個人データの取扱いの委託の要件については個情法

上明確に定められているわけではない。 また、 GL 及びQ& A を確認

しても 同様である。 そのため、 個人データの取扱いの委託に該当す

るか否かは一定の解釈に委ねられていると 言わざるを得ない。

個人データの取扱いの委託と 整理するこ と ができれば、 本人の同

意を得るこ と なく 、 委託元から委託先に個人データを提供するこ と

ができる。 また、 前述した個人データの共同利用（ 法27条５ 項３ 号）

と の比較においては、 一定の事項を公表する必要がないと いう 点で、

個人情報取扱事業者にと っては、 よ り 利用しやすい制度のよ う に感

じ られる。 GL 通則編３ －６ －３ では、 委託の事例と して、「 データ

の打ち込み等、 情報処理を委託するために個人データを提供する場
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合」 と「 百貨店が注文を受けた商品の配送のために、 宅配業者に個人

データを提供する場合」と いう 、 いわば古典的な事例が挙げられてい

る。 しかし、 情報処理技術が発達している現代では、 よ り 複雑な形

態でのデータの提供が行われるこ と がある 。 筆者の経験上、 十分な

検討なしにこれらの提供を一律に「 委託」 と して整理してしまってい

る事例も 見受けられる。 実際に検討してみると 委託で整理可能な事

例は存在するも のの、 委託と して整理するこ と が難しい事例も相当

程度存在するも のと 考える 。 そのため、 個人データの第三者提供に

関する規制を免れたいと いう 目的で個人データの委託と して整理し

てよいかは慎重に検討すべきである 。 上記のと おり 、 委託に該当す

るか否かは解釈による部分が多いが、 その中でも特に注意すべき観

点は以下のと おり と 考える。

まず、 委託先が委託に伴って取得した個人データについては、 独

自の目的で、 自ら のために（ 又は第三者のために） 利用してはなら

ないと いう 点である。 委託先と しては、 委託に伴って提供さ れた個

人データを、 自己の事業の目的で利用したいと 考えるこ と が考えら

れる。 しかし、 上記のと おり 、 個人データの第三者提供の例外と し

ての個人データの取扱いの委託は、 委託先は、 個人情報取扱事業者

と は別の主体と して、 形式的には第三者にあたるも のの、 本人と の

関係においては提供主体である個人情報取扱事業者と 一体のも のと

して取り 扱う こ と に合理性があるこ と から 認めら れている制度であ

る。 したがって、 そのよ う な制度趣旨に反するよ う な取扱いは許さ

れない。 法27条５ 項第１ 号でも 、 個人データの取扱いの委託につい

て「 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個

人データの取扱いの全部又は一部を委託するこ と に伴って当該個人
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データが提供される場合」 と 明示的な留保がなされている。 Q& A ７

－37では、「 委託された業務以外に当該個人データを取り 扱う 」 事例

と して、「 個人情報取扱事業者から 個人データの取扱いの委託を受け

ている者が、 提供さ れた個人データを委託の内容と 関係のない自社

の営業活動等のために利用する場合」が挙げられている。 ただし、 何

が「 委託された業務」における取扱いに該当するかは、 結局個別の事

案ごと に判断する必要がある 。 こ の判断においては、 委託元と 委託

先と の間の契約にどのよ う な業務が委託先の業務と して記載さ れて

いるかが特に重要な判断要素と なると 考える 。 なお、 Q& A ７ －39は、

「 個別の事例ごと に判断するこ と になり ますが、 委託先は、 委託元の

利用目的の達成に必要な範囲内である限り において、 委託元から 提

供さ れた個人データを、 自社の分析技術の改善のために利用するこ

と ができます。」 と 記載しており 、 委託さ れた業務における個人デー

タの取扱いと して許容される限界に関しても言及している。

また、 も う １ 点注意すべき点と して、 委託先における突合行為等

が禁止されている点である。 ビッ グデータの活用が推進され、 Ａ Ｉ に

よるビッ グデータの分析を行う 事業者が多く 登場している現代社会に

おいては、 自社が保有する個人データを、 外部のデータ分析を得意

と する事業者に委託し、 分析結果を活用しよ う と する動きがみら れ

る。 そのよ う な取り 組みにおける個人データの移転に関して、 個人

データの委託と して整理できるかは問題と なる。

こ の点に関して、 個情委は近年Q& A で回答を行っている。 すな

わち、 個人データの取扱いの委託においては、 委託先において、 委託

元から 提供さ れた個人データを独自に取得した個人データや個人関

連情報と 本人ごと に突合する行為自体が禁止され（ Q& A ７ －41、 ７
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－43①）、 新たな項目を付加したり 、 または内容を修正して委託元に

戻すこ と はできない（ Q& A ７ －42）。 また、 複数の個人情報取扱事

業者から 個人データの取扱いの委託を受けている場合も 、 各個人情

報取扱事業者から提供さ れた個人データを区別せずに混ぜて取り 扱

う こ と はできないと している（ Q& A ７ －37事例２ ）。

こ のよ う に、 個人データの委託と 整理すれば、 本人の同意を得な

いでも制限なく 個人データの活用が可能になると いう わけではない。

また、 個人データの取扱いの委託と して整理した場合には、 委託元

は委託先に対する監督義務（ 法25条） を負う 。 そのため、 委託先にお

いて不正利用や、 個人データの漏えい等が発生した場合には監督義

務違反と なってしまう リ スクが生じる点については留意が必要である。

委託に関連して、 他にも問題になるのが、 個人データの取扱いに

関し、 いわゆるクラウドサービスを利用する場合、 クラウドサービス

事業者が管理するサーバに個人データを保管するこ と になるため、 個

人データの委託や第三者提供に該当してしまう かと いう 点である。

この点について、Q& A ７ －53では、クラウドサービス事業者が「 当

該個人データを取り 扱わないこと と なっている場合」には、 当該個人

情報取扱事業者は個人データを提供したこ と にはならず、 また、 個

人データの取り 扱いの委託にも 該当しないと さ れている。 そのため、

クラウド 事業者が「 当該個人データを取り 扱わないこ と と なっている

場合」 は、 個人データの移転に際して本人の同意は不要であると し 、

委託元と しての監督も不要と なる。

そして、「 当該個人データを取り 扱わないこ と と なっている場合と

は、契約条項によって当該外部事業者がサーバに保存された個人デー

タを取り 扱わない旨が定められており 、 適切にアクセス制御を行って
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いる場合等が考えら れます。」 と さ れている。 クラウドサービスの利

用規約等でこれら の内容が明記さ れている場合は、「 当該個人データ

を取り 扱わないこ と と なっている場合」に該当すると 整理できるであ

ろう 。 また、「 契約条項によって…適切にアクセス制御を行っている

場合等が考えられます。」 と 規定しているこ と から すると 、 他の場合

であっても「 当該個人データを取り 扱わないこ と と なっている場合」

に該当する余地を残していると 考えら れる 。 そう すると 、 たと え利

用規約にこれらの事項が明記されていない場合であっても 、 クラウド

サービスの例外に当たると 整理できる場合は存在するものと 考えられ

る。 大手のクラウドサービス事業者に対して委託元と しての個情法25･

条の監督義務を履行するこ と は現実的ではないこ と を考えると 、 クラ

ウドサービスの例外と して整理せざるを得ないケースも 多数存在する

と 考えられる。

こ の点に関し、 クラウドサービス事業者側の立場と しては、 サーバ

に保存された個人データを取り 扱わず、 適切なアクセス制御を行って

いる旨利用規約を整備すること で、個情法の抵触を懸念する潜在ユー

ザーに対し、 訴求できる面もあるものと 思料する。

なお、 クラウドサービスの利用について注意が必要な場面が、 海外

の事業者を利用する場合である。 海外のクラウドサービス事業者に個

人データの第三者提供を行う 場合は、 個情法28条に基づいて提供し

なければなら ない。 詳細な説明は割愛するが、 個情法28条は、 個情

法27条に基づき同意を取得する場合よ り も 提供元に求められる義務

が加重さ れており 、 若干複雑な規制と なっている 。 そのため海外の

事業者に個人データの提供を行う 際は、 慎重な対応が必要と なって

く る。
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４ 個人情報保護委員会への報告・ 本人通知制度の運用

（ 一） 概要

令和２ 年改正法において事業者にと って最も インパクト のある改正

と なったのは、 おそら く 個情法26条に規定さ れる個人の権利利益を

害するおそれが大きい漏えい等事案について、 個情委への報告及び

本人への通知が（ 努力義務ではなく ） 法的な義務と なった点であろう

（ なお、 金融分野における個人情報取扱事業者については、 金融分野

における個人情報保護に関するガイドラインにおいて、 既に顧客情報

の漏えい等時に報告義務があると されていた。）。 なお、 義務違反は、

勧告、 命令、 違反事実の公表等の処分の対象と されている（ 法148条）。

令和２ 年改正前の個情法において、 個人情報取扱事業者は、 安全

管理措置（ 法23条） を講じるこ と が義務付けられていたが、 漏えい等

事案発生時における個情委への報告は義務付けられていなかった（ た

だし、 平成29年個人情報保護委員会告示第１ 号において、 漏えい等

事案が発覚した場合、「 報告するよ う 努める 」と されていた。）。 また、

本人への通知についても義務付けられてはいなかった。

（ 二）報告・ 通知が必要と なる事態

個情委への報告・ 本人への通知が必要と なる事態（ 以下「 報告対象

事態」 と いう 。） と なるのは、 個人データの「 漏えい等」が発生した場

合である。「 漏えい等」 と は、個人データの「 漏えい」、「 滅失」、「 毀損」

が発生した場合、 またはそれらのおそれのある事態である。

まず、「 滅失」 と は、 個人データの内容が失われるこ と をいう（ GL･

通則編３ －５ －１ －３ ）。GL 通則編では、具体例と して、個人情報デー

タベース等から出力された氏名等が記載された帳票等を誤って廃棄し

た場合（ ただし、当該帳票等が適切に廃棄されていない場合には、「 漏
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えい」に該当する場合がある。）、 個人データが記載又は記録された書

類・ 媒体等を社内で紛失した場合（ ただし、 社外に流出した場合には、

「 漏えい」に該当する。）が挙げられている。

次に「 毀損」 と は、 個人データの内容が意図しない形で変更さ れる

こ と や、 内容を保ちつつも利用不能な状態と なるこ と をいう（ GL 通

則編3－５ －１ －４ ）。 GL 通則編では、 具体例と して、 個人データの

内容が改ざんされた場合やランサムウェア等により 個人データが暗号

化され、 復元できなく なった場合が挙げられている 。 なお、 ランサム

ウェア感染によって個人データが暗号化さ れた場合でも 、 その内容

と 同じデータが他に保管さ れている場合は毀損に該当しないと さ れ

ている。

筆者の経験上、 ランサムウェアやノ ーウェアランサム（ 注４ ） 感染

の場合は別と して、 滅失や毀損が問題と なる場合はそれほど多く は

ないが、 単に個人データが毀損した場合や、 滅失して使用できなく

なったこ と を理由と して、 個情委へ報告や本人通知義務が生じるの

は、 一般の感覚と して必ずしも 納得できない場合も ある。 そのため、

対応に当たる弁護士と しては、 依頼者への十分な説明が必要と なる

場合もある。

実務上、 報告対象事態で最も発生する可能性が高いのは個人デー

タの漏えいのケースであろう 。「 漏えい」 と は個人データが外部に流

出するこ と をいう（ GL 通則編３ －５ －１ －２ ）。 これは一般の感覚と

しても 報告が必要と なる事態と して一番納得しやすいも のである と

考える。 GL 通則編では、 個人データが記載された書類を第三者に誤

送付した場合、 システムの設定ミ ス等により インターネッ ト 上で個人

データの閲覧が可能な状態と なっていた場合の他、 不正アクセス等に
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よ り 第三者に個人データを含む情報が窃取さ れた場合等が挙げられ

ている。 なお、 個人データを第三者に閲覧さ れないう ちに全てを回

収した場合は、 漏えいに該当しないと さ れている。 また、 個人情報

取扱事業者が自らの意図に基づき個人データを第三者に提供する場

合は、 漏えいに該当しないと さ れている。 こ の場合は、 個人データ

の第三者提供についての同意の有無が問題（ 法27条１ 項違反） と なる

こ と はあっても 、「 漏えい」 と は取り 扱わないと の見解のよう である。

（ 三）規則７ 条

報告対象事態は、 個人データの漏えい、 滅失、 毀損の中でも 個人

の権利利益を害するおそれが大きいも のと して規則７ 条で定められ

ている事態に限られている 。 すなわち、 ①要配慮個人情報が含まれ

る個人データの漏えい等が発生し 、 又は発生したおそれがある事態

（ 規則７ 条１ 号関係）、 ②不正に利用さ れるこ と によ り 財産的被害が

生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し 、 又は発生した

おそれがある事態（ 規則７ 条２ 号関係）、 ③不正の目的をも って行わ

れたおそれがある当該個人情報取扱事業者に対する行為による個人

データ（ 当該個人情報取扱事業者が取得し、 又は取得しよう と してい

る個人情報であって、 個人データと して取り 扱われるこ と が予定さ

れているものを含む。） の漏えい等が発生し、 又は発生したおそれが

ある事態（ 規則７ 条３ 号関係）、 ④個人データに係る本人の数が千人

を超える漏えい等が発生し、 又は発生したおそれがある事態（ 規則７

条４ 号関係）の４ つの類型の事態である。

①については、 個情法２ 条３ 項（ 個人情報の保護に関する法律施

行令２ 条及び規則５ 条） に規定さ れる要配慮個人情報が含まれる個

人データが外部に漏えいしたケースなどである 。 GL 通則編では、 病
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院における患者の診療情報や調剤情報を含む個人データを記録した

USB メ モリ ーを紛失した場合、 従業員の健康診断等の結果を含む個

人データが漏えいした場合が挙げら れている 。 典型的なケースと し

ては、 病院や調剤薬局にて、 誤った者に検査結果、 処方せん、 お薬

手帳等を交付したケースなどが考えら れ、 実際にこ のよ う な事案は

多数発生している（ 注５ ）。 要配慮個人情報に含まれる情報は多岐に

わたるため、 見落と しも生じやすい。 そのため、 ①該当性に際しては、

要配慮個人情報にはどのよ う な情報が含まれるかについて正確な理

解のもと 、 慎重に検討する必要がある。

②について典型的な事例は、 たびたび発生しているＥ Ｃサイト から

のクレジッ ト カード 情報の漏えい事案である。 GL 通則編では、 他の

例と して、 送金や決済機能のあるウェブサービスのログイン ID と パ

スワード の組み合わせを含む個人データが漏えいした場合が挙げられ

ているが、 何をもって、「 不正に利用されるこ と により 財産的被害が

生じるおそれがある個人データ」に該当するかについては、 条文上判

然と しない部分がある。 こ の点に関して Q& A は、 個人データであ

るクレジッ ト カード 番号のみが漏えいした場合で、暗証番号や、セキュ

リ ティ コード が漏えいしていない場合でも 、 それらが割り 出されるお

それがあるため、「 不正に利用さ れるこ と により 財産的被害が生じる

おそれがある個人データの漏えい等」に該当すると している（ Q& A

６ －12）。 一方、 住所、 電話番号、 メ ールアドレス、 SNS アカウント

と いった個人データのみが漏えいした場合や、 個人データである銀

行口座情報（ 金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義等）

のみが漏えいした場合は、 直ちに「『 不正に利用さ れるこ と によ り 財

産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等』に該当するも
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のではないと 考えられる」（ Q& A ６ －11、 ６ －14） と 規定している。

したがって、 個情委と しては②の該当性は比較的厳格に解している

と 考えられる。

③については不正アクセスなどのサイバー攻撃により 個人データが

漏えいした場合が一例と して挙げられる。 前述したランサムウェア等

により 個人データが暗号化さ れ、 復元できなく なった場合も こ れに

含まれる。 また、「 不正の目的をもって行われたおそれがある当該個

人情報取扱事業者に対する行為」の主体には、 外部の第三者のみなら

ず、従業員も含まれる。 そのため、前述したベネッ セ事件で問題と なっ

たよ う な、 従業員や業務委託先が、 顧客の個人データを不正に持ち

出して第三者に提供した場合なども こ れに含まれる。 なお、 従前は、

Web スキミ ング（ 注６ ） の場合にユーザーによって入力される情報は

個人情報であり 、個人データではないのではないかと いう 議論があっ

たが、 規則の改正によ り（ 令和６ 年４ 月１ 日施行）「 当該個人情報取

扱事業者が取得し、 又は取得しよう と している個人情報であって、 個

人データと して取り 扱われるこ と が予定さ れているものを含む。」 と

規定さ れるこ と で、 当該情報が個人データに該当するも のと 明示さ

れた。

④は比較的イメ ージしやすいが1,000人を超える顧客情報が含まれ

ているデータベースのデータを誤って社外の第三者に送信してしまっ

たよう な事態が該当する。

（ 四）報告対象事態該当性が問題になる場面

まず、 報告対象事態の該当性の判断において、 個人情報取扱事業

者の帰責性の有無は考慮さ れない（ 注７ ） 点に注意が必要である。 こ

れは漏えい等報告や本人への通知が本人の権利利益の保護を第一の
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目的と しているこ と による。

また、 場合によっては、 個人データの一部が漏えい等した事態も

想定さ れる。 例えば、 顧客名簿における氏名以外のデータが漏えい

した場合である。 こ の場合、 漏えい先では本人を特定できないため、

報告対象事態と ならないと も考えられる。 こ の点について、 Q& A ６

－10において、 個人データの該当性は漏えい等した事業者を基準に

判断さ れるため、 上記のよ う な場合でも 報告の対象と なる旨明記さ

れた。 ただし、 漏えい等の対象と なった情報が仮名加工情報である

と き（ 注８ ）は、 報告対象と ならない場合も存在する（ Q& A 14－５ ）。

報告対象事態の該当性の判断においてもっと も問題になるのが、そ

れぞれの事態が「 発生したおそれ」があるか否かである。 例えば、 サ

イバー攻撃の懸念がある場合においてセキュリ ティ 製品のアラート が

出されただけの場合や、 社内システムに対する不正アクセスが発生し

たこ と は明らかになったものの、 社内システム内のデータベースに保

存されていた従業員名簿にアクセスされたかは明らかではない場合な

どである。 この点について GL 通則編は、「 報告対象事態における『 お

それ』については、 その時点で判明している事案関係に基づいて個別

の事案ごと に蓋然性を考慮して判断するこ と になる 。 漏えい等が発

生したおそれについては、 その時点で判明している事実関係から し

て、 漏えい等が疑われるも のの漏えい等が生じた確証がない場合が

こ れに該当する。」 と 規定している。 そのう えで、 サイバー攻撃の事

案については、「 漏えい」 が発生したおそれがある事態に該当し得る

事例と して、「 個人データを格納しているサーバや、 当該サーバにア

クセス権限を有する端末において、 情報を窃取する振る舞いが判明し

ているマルウェアの感染が確認された場合」等が挙げられている。
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こ の点に関しては、 最終的には個別具体的な事情によると こ ろが

大きく 、 当該個人情報取扱事業者と しては、 個情委の報告の要否に

ついて判断に迷う と こ ろであるが、 筆者の経験上、 個情委と しては

かなり 広く「 おそれ」を認定しているよ う に思われる。 上記の社内シ

ステムに対する不正アクセスは発生したこと は明らかになったものの、

社内システム内のデータベースに保存されていた従業員名簿にアクセ

スされたかは明らかではない場合については、 不正アクセスがなされ

た領域から従業員名簿にアクセスが論理的に可能であったと きは、「 お

それ」が認めら れると 整理さ れると 考えら れる（ なお、 この場合、 仮

にログなどの当該従業員名簿が外部に流出した根拠がないと きでも、

不正アクセスを行った第三者によって当該従業員名簿が閲覧された可

能性があると いう 意味で、「 漏えい」 のおそれが認定さ れてしまう と

考えられる。）。 そのため、 一般的な感覚より も広めに「 おそれ」は認

定さ れると 意識した方がよい。 最終判断が難しい場合には、 ひと ま

ず個情委に報告してしまい、 その後の対応を個情委の担当者と 協議

しながら検討すると いう のも一案である。

個情委への報告が問題になる場面では、 上記①から④の報告対象

事態のう ち、 複数の事態に該当するこ と が多い。 例えば、 ある企業

に第三者から サイバー攻撃が仕掛けられ、 企業内に保管さ れていた

1,000人を超える従業員の健康診断に関する情報が窃取さ れた場合に

は、 ①、 ③及び④に該当するこ と と なる。 この場合は、 個情委の報告

フォームにて該当箇所にチェッ ク を入れる必要がある 。 ただし、 筆

者の経験上、 複数の報告対象事態に該当したこ と のみをも って個情

委の判断や対応が厳格化されると いったこ と はないよう に思われる。

なお、 漏えい等の対象にマイナンバーが含まれる場合、 報告に際して
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適用さ れるのは、 個情法ではなく 、「 行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律」（ いわゆるマイナンバー

法） である。 も っと も、 マイナンバー法が適用さ れる場合においても、

報告フォームが異なるだけで実際の対応は大きく 変わらない（ 注９ ）。

（ 五）速報・ 確報

報告対象事態に該当するこ と と なった場合、 当該個人情報取扱事

業者は個情委への報告を行う 必要があるが、 個情委への提出が義務

付けられている報告は「 速報」（ 規則８ 条１ 項、 GL･通則編３ －５ －３

－３ ） と「 確報」（ 規則８ 条２ 項、 GL･通則編３ －５ －３ －４ ） に分け

られる。

個人情報取扱事業者はいずれも 報告対象事態が発生し たこ と を

知った時点を起算点と して、 速報については概ね３ 〜５ 日以内、 確

報については原則と して30日以内（ 30日目が土日祝の場合はその翌

日）に個情委に提出する義務がある。 ただし、 上記③の場合は、 確報

期限が60日以内と さ れている。 こ のよ う に、 個情委への報告には期

限が設けら れている点に注意が必要である。「 知った時点」 と は、 い

つの時点を指すのかについて、 個人情報取扱事業者が法人である場

合には、 いずれかの部署内のある従業者が報告対象事態を知った時

点をいう と さ れている（ Q& A ６ －24）。 そのため、 役員が事態を把

握していない時点でも報告期限のタイムリ ミ ッ ト へのカウント ダウン

がスタート してしまう 点には留意が必要である。

個情委への報告を怠った場合、 個情委による勧告や命令がなさ れ

（ 法148条１ 項、 ２ 項）、 個情委による命令に違反した場合、 公表（ 同

条４ 項）、 拘禁刑及び罰金（ 法178条、 法184条）の対象と なる。

個人情報取扱事業者はまず、 個情委への速報を行う 必要があるが、
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速報の報告期限は概ね知った時点から ３ 〜５ 日以内と かなり タイト

であるため、 期限を徒過しないよう 留意する必要がある。 速報では、

その時点で把握している内容を報告すれば足り る。

速報の報告内容と しては、 概要、 漏えい等が発生し、 又は発生し

たおそれがある個人データの項目、 漏えい等が発生し 、 又は発生し

たおそれがある個人データに係る本人の数等多岐にわたるが、 速報

は個情委の HP 上に設けられている報告フォームに各報告内容を入力

していき、 提出すると いう 形式をと る。 ただし、 個情委は、 報告を

受ける権限などを政令で定めると こ ろによ り 、 事業所轄大臣に委任

するこ と ができ（ 法150条１ 項）、 権限委任をしている業種に該当する

場合には、 権限委任先省庁へ報告をするこ と になる 。 複数の事業を

行っている事業者は一見してこ の報告先の判断が難しい場合も ある。

そのよ う な場合に備えて報告先をあら かじめ整理しておく こ と が有

用である。

サイバー攻撃を受けた場合などは初動対応段階ではフォレンジッ ク

調査等の詳細な調査の完了前であるため、 実務上、 速報段階におい

ては、 事案に関するほと んどの項目において「 調査中」 や「 調査完了

後に報告」 と いった記載を行う こ と が多い。 筆者の経験上、 個情委と

しても 速報段階においては内容の正確性や詳細さ と いった部分には

強く 関心はないよう に思われる一方、 期限の徒過については厳格な

姿勢を示す傾向があると 考える。 そのため、 個人情報取扱事業者と

しては、 ひと まず期限内に速報を提出すると いう 方針を取るべきで

ある。

確報については、 報告事項のすべてを報告しなければなら ないと

さ れている。 確報を行う 時点において、 合理的努力を尽く したう え
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で、 一部の事項が判明しておら ず、 すべての事項を報告するこ と が

できない場合には、 その時点で把握している内容を報告し、 判明次第、

報告を追完する必要がある（ GL 通則編３ －５ －３ －４ ）。

実務上、 サイバー攻撃を受けた場合には、 専門の業者に対してフォ

レンジッ ク調査を依頼するこ と が一般的である 。 その場合、 フォレン

ジッ ク 調査の業者の選定に時間がかかったり 、 調査に時間を要した

り と いった事情から、 調査が完了するまでに60日を経過する場合も

ある。 その場合は、 60日時点で確報を提出し、 その中で調査の完了

時期と 最終報の提出予定時期を記載する方法が考えられる。

個情委へ報告を提出した後に、 個情委の担当者から報告内で「 事務

連絡者」 と 記載した者宛てに連絡が届く 場合がある 。 連絡の目的は、

報告内容に関するヒアリ ングや追加対応の要請である。 特に当該事案

の原因の詳細について具体的に説明するよう 求められるこ と がある。

また、 今後実施予定の再発防止措置についても 、 詳細な回答が求め

られる傾向にあると 考える。 フォレンジッ ク 調査を実施した場合は、

当該フォレンジッ ク調査の報告書の提出を求められるこ と もある。 個

情委への報告を実施するにあたっては、 個情委から 上記のよ う な対

応がなされる可能性があること を念頭に置く 必要がある。

また、 速報提出後、 確報提出の前に新たな事実が判明したよ う な

場合には追加の報告を提出するこ と も でき 、 こ れは中間報と して提

出するこ と と なる 。 ただし、 中間報を提出した場合であっても 確報

期限までに確報を提出する義務は免れない。

個情委担当者からのヒアリ ングが終了した後、 何らかの個情法違反

があった場合、 個情委から行政指導文書が提出されるケースが存在す

る。 特に報告期限を徒過してしまったり 、 漏えい等が発生した個人
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データに係る本人の数が多い場合は一定の内部基準によって一律に

対応さ れているよ う にも 思われる。 も っと も 、 現在の運用では、 行

政指導がなされたと しても基本的には事案を公表さ れるこ と はなく 、

公表まで至るケースは漏えい対象の人数が著し く 多い場合、 違反の

程度が高い場合、 過去に同様の行政指導を受けたにも かかわらず漏

えい等事案を発生させたなど、 重大事案に限定されていると 考える。

（ 六）本人への通知

個人情報取扱事業者は、 報告対象事態を知った後、 当該事態の状

況に応じて速やかに、 本人への通知を行う 必要がある（ 法26条２ 項）。

具体的な通知の方法については法定されていないものの、 メ ールアド

レスを把握していればメ ールで行い、 メ ールアドレスを把握していな

い場合で、 住所を把握している場合は郵送すると いう 方法が取ら れ

るこ と が一般的である 。 また、 筆者は郵送については誤配送が生じ

ないよ う 簡易書留で発送するこ と を推奨している 。 通知の時期と し

ては GL･通則編では、 その時点で把握している事態の内容、 通知を行

う こ と で生じる弊害等を勘案して判断すると さ れている（ GL 通則編

３ －５ －４ －２ ）。 筆者の実務経験では、 個情委と しては通知の時期

については比較的柔軟な対応を許容している印象を受ける。

本人へ通知すべき事項は、 漏えい等の報告事項のう ち概要、 漏え

い等が発生し、 又は漏えい等のおそれがある個人データの項目、 原因、

二次被害又はそのおそれの有無及びその内容及びその他参考と なる

事項の５ つに限定さ れ、 かつ本人の権利利益を保護するために必要

な範囲において通知するこ と と されている（ 規則第10条）。

また、 ある程度の数量の通知を行った場合は、 通知を受けた本人

から、 当該個人情報取扱事業者に対して問い合わせが発生するこ と
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が想定される。 そのため、 一定数の問い合わせが予想さ れる場合は、

通常業務を圧迫させないためにコールセンターを外注するこ と も一案

である。 なお、 筆者の経験上、 問い合わせの数は通知到着後２ 週間

がピークであり 、 その後は徐々に収束する傾向にある。

実務上では、 通知を受けた本人にと って事態を把握しやすく する

ため、 例えばマイナンバーや、 要配慮個人情報等、 本人が漏えいを特

に気にする情報に関しては漏えいしていない旨明記するこ と や、 い

つのどのよ う な取引に際して取得していた個人データが対象と なっ

たのかの説明を加えておく などの工夫も有用であると 考える。

また、 通知を受けた本人から は、 必ずと 言っていいほど、 自身の

個人データが漏えいしたこ と による補償の有無についての問い合わ

せが発生する。 こ の点に関しては、 かつては漏えい対象者に対して

クオカード 等の物品を配布すると いう 対応もと られていたよう である

が、 現在はそのよう な対応を行う 場合は少数派である（ 注10）。

なお、 近年の裁判例の傾向と しては、 プライバシー保護の期待が高

い情報の漏えいと いったよ う な特殊事情がない限り 、 一人当たり 数

千円程度が個人情報漏えいにおける賠償額の相場と なっていると い

えるため（ 注11）、 一般論と しては個情法の情報漏えい等事案におい

て、 本人からの訴訟提起に至るリ スクは大きく ないと いえる。

（ 七）事案の公表

本人への通知の代替措置と して事案の公表を行う 場合を除き 、 事

案の公表は個情法上の義務と なっていない。 も っと も 、 通知対象者

のう ち、 通知が困難な者が１ 名でもいる場合は本人への通知の代替

措置をと らなければならない（ 法26条２ 項）。 例えば、 1,000人を超え

る漏えい対象者への通知が必要になる事態で、 当該個人情報取扱事
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業者が保有するメ ールアドレスが全て有効で、 全ての漏えい対象者に

メ ールで通知を送るこ と ができるケースはかなり 限定的である 。 そ

のため、 報告対象事態が発生したケースでは多く の場合、 事態を公

表せざるを得ないと いう 結論と なるのが実情である。

公表する場合は、 例えばサイバー攻撃を受けた場合で、 攻撃の方

法や原因、 使用していたシステム・ ソフト ウェアの仕様等を詳細に公

表してしまう と 、 今後のセキュ リ ティ 体制に悪影響を及ぼしてし ま

う 。 また、 公表すべき内容は、「 個別の事案ごと に判断さ れるが、 本

人へ通知すべき内容を基本と する。」（ GL 通則編３ －５ －４ －５ ） と

通知の内容と 多少異なる内容も許容していると も 捉えら れる説明が

なされている。 公表文はマスコミ を含め多く の者が閲覧するものであ

り 、 一定の反響が生じるこ と が予想さ れるため、 公表前には公表文

の内容についての精査は必須である。

（ 八）委託と の関係

個人情報取扱事業者が、 個人データの取扱いを委託している場合

で、 委託先において報告対象事態が発生した場合、 原則と して委託

元と 委託先の双方が報告・ 通知を行う 義務を負う 。 も っと も 、 個情

法26条１ 項但し書に従い、 委託先が、 委託元に漏えい等事案が発生

した旨を通知した場合は委託先は個情委への報告義務及び本人への

通知義務が免除さ れる 。 また、 委託元及び委託先は連名で報告する

こ と も認められている（ GL 通則編３ －５ －３ －２ ）。

実務の運用と しては、委託元から業務を受託している委託先がその

責任上、 連名報告に向けて主導的に対応するこ と がある。 また、 委

託先は一つの事業者だけではなく 、 複数の事業者から 個人データの

取扱いの委託を受けているこ と が通常であり 、 報告対象事態が発生



107

〔
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
研
究
部
〕

した場合、 当該他の複数の事業者も報告・ 通知義務を負う こ と と なる。

そのため、 報告対象事態を発生さ せた委託先が対象と なる委託元の

報告について、 まと めて連名報告を行う と いう 運用もなされている。

また、 本人通知についても 委託先の負担において連名で行う 場合も

ある。 なお、 委託に該当しない場合でも、 クラウドサービス事業者が、

報告義務を負う クラウドサービス利用者の報告を代行するこ と が認め

られるよう になっている（ Q& A ６ －22）。

実務上の留意点と して、 個人情報の取扱いの委託を伴う 取引に関

する契約には、 漏えい等の事態が発生した場合にある一定の時間以

内に委託元に通知するこ と を義務付けたり 、 委託先が独自で個情委

へ報告を行う こ と を禁止する条項が入っているこ と があるこ と に注

意が必要である。

以上のと おり 、 個人データの取扱い状況によって個情法の対応が

異なる。 上記３（ 四）で説明したと おり 、 委託に該当するかは明確で

ない場合も あり 、 報告対象事態が発生してから 委託該当性を判断し

ていては速報の報告期限を徒過してしまう おそれもある。 そのため、

平時から、 有事の対応に備えて、 自社で管理する個人データについて、

委託に該当するのか、 共同利用しているデータなのか、 それと も 第

三者提供を受けたも のなのか等を事前に整理しておく こ と は有用で

あると いえる。

以上

（ 柏原　 陽平）
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注１ ･「 医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

（ h ttps://w w w .p pc.g o.j p/per sona lin fo/leg a l/ir y oukaig o_ g u idance/）、

「 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」

（ h ttps://w w w .p pc.g o.j p/per sona lin fo/leg a l/k iny ubuny a _ GL/）、

「 電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイド ライン」

（ h ttp s://w w w .soum u .g o.j p /m a in _ sosik i/j oho_ tsu sin /d _ sy oh i/telecom _

per in f o_ g u id eline_ in tr o.h tm l）

注２ ･ http s://w w w .ppc.g o.j p /per son alin f o/f aq/A PPI _ QA /

注３ ･ https://w w w .ppc.go.jp/personalin fo/preparation/optout/pub lication _ 2021/

注４ ･ データ を暗号化する（ ランサムウェアを用いる ） こ と なく データ を窃取し 対価を

要求するサイバー攻撃

注５ ･「 病院 ･ 診療所及び薬局における要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等事

案を踏まえた個人データ の適正な取扱いについて（ 注意喚起）」 令和６ 年９ 月25･

日個人情報保護委員会

注６ ･ 電子商取引（ EC） サイト に不正なプログラムを仕掛け、 顧客のクレジッ ト カード

情報を抜き取る犯罪手法

注７ ･ GL 通則編パブリ ッ クコメ ント（ 令和３ 年８ 月）

注８ ･ ただし 、 仮名加工情報のう ち仮名加工情報データベース等を構成するものに限る

（ 個情法41条１ 項）。

注９ ･ 個情法に基づく 報告の報告フォームと 同一の Web ページから アクセスできる。

（ h ttps://w w w .p pc.g o.j p/per sona lin fo/leg a l/leakA ction/）

注10･ 令和３ 年度年次報告による と 、 個情委への報告事案1,042件のう ち、「 商品券等の

配布」が行われた事案は、 22件であった。

注11･ 大阪高判令元・ 11・ 20判時2448号28頁、 東京高判令２ ・ ３ ・ 25平成31（ ネ） 1058

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/iryoukaigo_guidance/
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kinyubunya_GL/
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/preparation/optout/publication_2021/
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/

